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は じ め に

広島市は、

　　　　　【世界に輝く平和のまち】

　　　　　１　「平和への願い」を世界中に広げるまちづくり

　　　　　【国際的に開かれた活力あるまち】

　　　　　２　活力の創出と都市の個性の確立を目指したまちづくり

　　　　　３　地域特性に応じた個性的な魅力を生かしたまちづくり

　　　　　【文化が息づき豊かな人間性を育むまち】

　　　　　４　多様な市民が生き生きと暮らせるまちづくり

　　　　　５　保健・医療・福祉、子どもの育成環境の充実を目指したまちづくり

　　　　　６　安全で安心して生活でき、豊かな自然を将来に引き継ぐまちづくり

を基本構想に掲げて、市民福祉の増進、道路・公園などの都市施設の充実及び学

校などの教育施設の充実などいろいろな事業を行っています。

　市税は、このような事業を推進するための最も大きな財源です。

　この冊子は、市税収入とそのゆくえ、市税の種類及び概要などを簡単にまとめ

たものです。これをご覧になって、市税に対する理解を深めていただければ幸い

です。

　なお、市税についてご不明な点がありましたら、６７～７０ページのお問合せ先

までご連絡ください。

　また、市税の概要等については、この冊子の発行時点における地方税法・広島

市市税条例等の規定に基づくものですので、それ以後の税制改正等により内容が

異なることがあります。

　広島市のホームページで適宜情報を更新していますので、ご覧ください。

広島市 検索  https://www.city.hiroshima.lg.jp/

市HP ページ番号を入力してください。
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－１－

歳　出
６,５８９億円

民生費
２,１６４

（３２.８％）

土木費
１,０４１

（１５.８％）
教育費
１,０１４

（１５.４％）

衛生費
７４０

（１１.２％）

総務費
５３５

（８.１％）

公債費　３９９（６.１％）

農林・商工費　２０２（３.１％）

消防費　１４３（２.２％）

その他　３５１（５.３％）

市税
２,４１２

（３６.６％）

国・県支出金
１,７４９

（２６.５％）

借入金（市債）　
６９１

（１０.５％）

諸収入　３８８（５.９％）

地方交付税　５６０（８.５％）

使用料・手数料　１２０（１.８％）

その他　６６９（１０.２％）

歳　入
６,５８９億円

１ 広島市の予算

　広島市の令和４年度の一般会計当初予算は６,５８９億円で、このうち市税収入

は２,４１２億円と歳入の３６.６％を占めています。

令和４年度一般会計当初予算

歳　入

歳　出
単位：億円

単位：億円
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単位：億円

２ 市税収入とそのゆくえ

市 税 収 入

　市税は、地域社会の共同の費用を賄うため、地方税法及び市税条例に基づいて

市民の皆様に納めていただいています。令和４年度の市税収入予算額は２,４１２億

円で、広島市の主要な財源となっています。

市税収入の内訳

　市税収入額を市民１人当たりに換算すると２０万２,８４２円で、市は市民１人当

たり５５万４,０７８円の事業を行っています。

　なお、これは令和３年１２月末日現在の広島市の人口１１８万９,１４９人で計算

したものです。

市民１人当たりの市税と事業費

市 税 の ゆ く え

事業費全体　５５万４,０７８円

市税　２０万２,８４２円

個人
１,０１９

（４２.２％）

法人
１８９

（７.８％）

都市計画税　１７７（７.４％）

市たばこ税　７３（３.０％）

事業所税　６９（２.９％）

その他の税　２６（１.１％）

固定資産税　
８５９

（３５.６％）

総　額
２,４１２億円

市民税
１,２０８

（５０.０％）

市民税
１,２０８

（５０.０％）
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市民１人当たりの各事業別事業費と市税充当額

あなたが納める市税１,０００円のゆくえ

民生費

教育費

土木費

公債費

衛生費

消防費

その他

福祉サービスの提供などに

教育の充実に

借入金の返済に

消防活動などに

※　令和４年度一般会計当初予算により算出

農林・商工費

２４６円

２２６円

道路・市街地の整備、交通などに

保健・医療や環境対策などに

地域経済、観光の振興に

諸支出金、議会費、予備費に

１２９円

９６円

総務費 市民参加や平和の推進などに９７円

８１円

２８円

１７円

８０円

８万７,５５３円

６万２,２４３円

３万３,５７６円

１万２,０２６円

２万９,４５６円

事業費全体

民生費

教育費

衛生費

公債費

消防費

その他

４万９,８００円

４万５,８２９円

１万６,４２７円

１万９,４２６円

５,７０６円

１万６,３１０円

市税

事業費全体

その他の歳入

１８万１,９９７円

市税 その他の歳入

土木費 ２万６,１６９円

４万４,９５２円総務費 １万９,６２４円

１万７,０２２円３,５５１円農林・商工費

 例えば、市民１人当たりの民生事業費
１８万１,９９７円のうち４万９,８００円が
市税で賄われていることになります。

４万９,８００円 １８万１,９９７円

８万５,２５３円
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令和４年度重点施策

　「持続可能な世界に向けた平和的な変革のためのビジョン」（PXビジョン）で

示した目標の一つ、「平和文化の振興」に取り組みます。世界中に平和への思い

を広め、為政者が核抑止力に依拠しない政策へと転換するための環境づくりを目

指します。

●　平和首長会議総会を開催し、核兵器のない未来の創造に向け、加盟都市が今後

の取り組みについて議論します。会議設立４０周年を記念する行事も行います。

●　１１月の平和文化月間では、平和文化をテーマにしたコンサートや講演を開

催します。「平和文化の振興」に関する冊子の作成やワークショップなどの開

催にも取り組みます。

世界に輝く平和のまち

　広島内外の人が集い、交流し、にぎわうまちを目指します。広島高速道路など

の交通ネットワークの整備、中山間地・島しょ部の活性化を推進します。

●　広島駅周辺地区で、南口広場の再整備などに向けて工事を進め、中央公園で

は、サッカースタジアムや旧広島市民球場跡地イベント広場の整備に取り組み

ます。

●　広島高速５号線や新交通西風新都線などの交通ネットワークの整備、西広島

駅北口地区や西風新都のまちづくり、東部地区連続立体交差事業などを着実に

進めます。広島高速４号線の延伸に向け環境影響評価などに着手します。

●　中山間地・島しょ部について、引き続き、似島臨海少年自然の家の整備や戸

山地域・湯来地域の活性化プランを推進します。空き家に関する相談から活用

までを一体的に支援します。

国際的に開かれた活力あるまち

●　市民や国内外の観光客が、本市における文化芸術に触れる機会を拡充するた

め、音楽とメディア芸術を柱とした「第１回ひろしま国際平和文化祭」を８月

に開催します。また、広島城の魅力向上を図るため、広島城三の丸歴史館の設

計などに取り組みます。

●　住民同士が支え合い、安全・安心に暮らすことができる地域を創り、持続可

能な地域社会の実現を図ることを目的とした「広島市地域コミュニティ活性化

ビジョン」に掲げる取り組みを着実に実施し、地域の多様な課題に応じた取り

組みを行う「協同労働」を一層推進します。

●　未来を担う子どもに関する新たな取り組みとして、小児がん治療における造

血細胞移植後などの予防接種の再接種費用を助成します。学校教育では「伝統

文化」などのテーマに沿って、地域人材などを活用した授業を実施します。中

学校では選択制のデリバリー給食の解消を進めます。

文化が息づき豊かな人間性を育むまち
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３ 市税の 種 類

市 税

普 通 税

市 民 税
個人市民税

法人市民税

固定資産税

交　付　金
固定資産税

入 湯 税

事 業 所 税

都市計画税

市たばこ税

特別土地保有税

普 通 税

税金の分類

目 的 税

（１,０１８億８,２２２万円）

（１８９億３,０４４万円）

（８５４億１,４０１万円）

（４億９,０９５万円）（８５９億４９６万円）

（２４億６,３６５万円）

（７３億３,１７７万円）

※平成１５年度以降分は課税停止中

（２４６億９,６２４万円）

（４,９６６万円）

（６９億１,１６８万円）

（１７７億３,４９０万円）

※（ ）内は令和４年度一般会計当初予算額です。

注

注

注

（２,４１２億９２８万円）

軽自動車税

（２,１６５億１,３０４万円）

（１,２０８億１,２６６万円）

目 的 税

税金の使いみちが限定されておらず、どのような事業

の費用にも使うことのできる税をいいます。

税金の使いみちが特定の事業に限定されている税をい

います。
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４ 市税の 概 要

市 民 税

　市民税は、一般に県民税とあわせて住民税と呼ばれており、個人に課される個

人市民税と法人に課される法人市民税とがあります。

個人市民税
　個人市民税は、前年中に所得のあった人に課されるもので、その人の前年１年

間の所得に応じて課される所得割と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の

税額で課される均等割とがあります。

　なお、個人市民税を賦課徴収する際、個人県民税も市があわせて賦課徴収する

ことになっています。

　次の区分により、○印の税金を納めてください。

納 税 義 務 者
納 め る 税 金

均 等 割 所 得 割

区内に住所がある人注 ○ ○

区内に住所はないが、事務所、
事業所又は家屋敷がある人注 ○

　注　区内に住所、事務所などがあるかどうかは、その年の１月１日現在の状況

で判断されます。

次の人には、個人市民税・県民税が課されません。

　●　均等割も所得割も課されない人

　（１）　生活保護法による生活扶助を受けている人

　（２）　障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額注１が１３５万

円以下（給与所得者の場合、年収２０４万４,０００円未満）の人

　（３）　前年の合計所得金額注１が次の算式で求めた額以下の人

３５万円×（同一生計配偶者＋扶養親族の数＋１）＋１０万円＋２１万円注２

（夫婦子ども２人の給与所得者の場合、年収２５６万円未満の人）

　●　所得割が課されない人

　（１）　前年の総所得金額等注３の合計額が次の算式で求めた額以下の人

３５万円×（同一生計配偶者＋扶養親族の数＋１）＋１０万円＋３２万円注２

（夫婦子ども２人の給与所得者の場合、年収２７１万６,０００円未満の人）

　（２）　前年の総所得金額等注３の合計額が所得控除額以下の人

税金を納める人
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注１　合計所得金額…損失の繰越控除の控除前の総所得金額等の合計額
　　　　　　　　　　（１４ページ参照）
注２　同一生計配偶者や扶養親族のない人には、２１万円及び３２万円の加算

はありません。
注３　総所得金額等…総所得金額、土地・建物等の長期譲渡所得金額、山林

所得の金額など（１４ページ参照）

●　均等割 市民税３,５００円
県民税２,０００円（うち５００円はひろしまの森づくり県民税）

※　ひろしまの森づくり県民税は、平成１９年度分から令和８年度分までの２０年間、課されます。

※　東日本大震災を契機とした地方公共団体の防災対策に充てるため、平成２６年度から令和５年度
までの１０年間均等割が引き上げ（市民税５００円、県民税５００円）られています。

●　所得割 （所得金額－所得控除額）×税率－調整控除額－税額控除額－
　　課税総所得金額等
　　　　　　　　配当割額控除額及び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝所得割額
　　　　　　　　株式等譲渡所得割額控除額

※　所得金額………………………　８～１０ページ参照

　　所得控除額……………………１１～１３ページ参照

　　課税総所得金額等……………１４ページ参照

　　税率……………………………１５ページ参照

　　調整控除額……………………１５ページ参照

　　税額控除額……………………１６～１８ページ参照

　　配当割額控除額及び

　　株式等譲渡所得割額控除額…１８ページ参照

　個人市民税・県民税は、前年中の所得金額を基準と

して計算されます。これを前年所得課税といいます。

令和３年中の所得金額
（給与収入の場合）

令和４年度の
市民税・県民税

令和３年分の
所得税

配偶者控除
（市民税・県民税、所得税）

配偶者特別控除
（市民税・県民税、所得税）

４５万円以下
（年収１００万円以下）

かからない

かからない 対象になる注 対象にならない
４５万円超４８万円以下
（年収１００万円超１０３万円以下）

均等割と所得割
がかかる

４８万円超１３３万円以下
（年収１０３万円超２０１万６千円未満）

かかる 対象にならない

対象になる注

１３３万円超
（年収２０１万６千円以上）

対象にならない

パート所得と税金

税額の算出方法

注　配偶者の前年の合計所得金額が１,０００万円（給与収入の場合１,１９５万円）※以下の
場合に限ります。

※　所得金額調整控除の適用がない場合
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（１）　所得金額の計算

　所得割額の算定の基礎となる所得金額は、次の所得の種類に応じて、それ

ぞれ計算されます。

種　　類 所得の内容 所得の計算方法

Ｘ
総
合
し
て
課
税
さ
れ
る
所
得
（
総
所
得
金
額
）

注１

利 子 所 得
　

公社債や預貯金の利子など 収入金額

注２

配 当 所 得
　

株式や出資の配当など
収入
金額





－

負債
利子







不動産所得 地代、家賃、権利金など
収入
金額





－

必要
経費





－

事業専従者
控除額等







注３

事 業 所 得 事業をしている場合に生じる所得 


収入
金額


－

必要
経費





－

事業専従者
控除額等







注３

注４

給 与 所 得
　

給料、賃金、賞与など（給与等）
収入
金額





－

給与所得
控除額







注５

譲 渡 所 得



土地・建物
等以外




車両、機械などを譲渡した場
合に生じる所得
○短期譲渡所得…保有期間５年以下
○長期譲渡所得…保有期間５年超




収入
金額


－

取得費・
譲渡費用





－

特別控除額
（５０万円）

注５

一 時 所 得
　

賞金、懸賞当せん金、競輪などの払
戻金、ふるさと納税の返礼品など




収入
金額


－

必要
経費





－

特別控除額
（５０万円）

雑 所 得
公的年金等や原稿料、講演料
など他の所得に当てはまらな
い所得




公的年金等
の収入金額


－

公的年金
等控除額







注６公的年金等



収入
金額


－

必要
経費







公的年金等以外

Ｙ
分
離
し
て
課
税
さ
れ
る
所
得

　

譲 渡 所 得



土地・
建物等




土地や建物などを譲渡した場
合に生じる所得
○短期譲渡所得…所有期間５年以下
○長期譲渡所得…所有期間５年超




収入
金額


－

取得費・
譲渡費用







山 林 所 得 山林の伐採や譲渡による所得 


収入
金額


－

必要
経費





－

事業専従者
控除額等







注３

－
特別控除額
（５０万円）

注２

上場株式等に係
る配当所得等

上場株式等に係る配当など 


収入
金額


－

負債
利子







上場株式等
又は一般株
式等に係る
譲渡所得等

株式や転換社債などを譲渡し
た場合に生じる所得




収入
金額


－

取得費・譲渡費用
＋負債利子







先物取引に
係る雑所得
等

先物取引による所得 


収入
金額


－

差金等決済に係る委託手
数料及びその他の経費







退 職 所 得 退職金や一時恩給など 


収入
金額


－

退職所得
控除額










注７

×
１
－
２

注８
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注１　利子所得　県民税利子割又は県民税配当割として一律分離して課されたものを
除きます。

注２　配当所得・上場株式等に係る配当所得等
　　　県民税配当割の課税対象となる一定の上場株式等の配当等（特定配当等）以外の配

当については、金額の多少にかかわらず申告してください（総合課税となります。）。
　　　なお、上場株式等に係る配当所得等の個人市民税・県民税について、市民税・

県民税の納税通知書が送達される時までに、所得税の確定申告書とは別に、個人
市民税・県民税申告書を提出されることにより、所得税と個人市民税・県民税と
で異なる課税方式を適用することができます。ただし、所得税の確定申告で申告
した昨年中の配当所得が、住民税が特別徴収された上場株式等の配当所得等のみ
で、確定申告書第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」
欄に○を記入した場合は、個人市民税・県民税の申告は不要です。

　　　特定配当等については、申告（２０ページ参照）をしない限り、所得割は課され
ません（申告をする場合は、総合課税又は分離課税を選択することができます。）。

注３　事業専従者控除額等
　　●　白色事業専従者の場合　事業専従者控除額
　　　　原則として、１人につき５０万円（配偶者は８６万円）
　　●　青色事業専従者の場合　青色事業専従者給与額
　　　　事業専従者が従事した期間、仕事の内容、その事業規模等からみてその労働

対価として相当であると認められる金額
注４　給与所得の計算方法

給与等の収入金額　Ａ 給与所得の金額

５５万１千円未満 　　　　０円

５５万１千円以上 １６１万９千円未満 Ａ－５５万円

１６１万９千円以上 １６２万円未満 １０６万９千円

１６２万円以上 １６２万２千円未満 　　１０７万円

１６２万２千円以上 １６２万４千円未満 １０７万２千円

１６２万４千円以上 １６２万８千円未満 １０７万４千円

１６２万８千円以上 １８０万円未満
Ａ÷４

（千円未満端数切捨て）

×２.４＋１０万円

１８０万円以上 ３６０万円未満 ×２.８－　８万円

３６０万円以上 ６６０万円未満 ×３.２－４４万円

６６０万円以上 ８５０万円未満 Ａ×０.９－１１０万円

８５０万円以上 　　　Ａ－１９５万円

控除額＝（給与等の収入金額（上限１,０００万円）－８５０万円）×１０％

※　所得金額調整控除
　　次の（ア）又は（イ）に該当する人は、上の表により算出される給与所得の金額から
（ア）又は（イ）の区分に応じて算出した額が控除されます。
　（ア）前年の給与等の収入金額が８５０万円を超える人で以下のいずれかに該当して

いる人
　　　●　本人が特別障害者である人
　　　●　２３歳未満の扶養親族を有している人
　　　●　特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有している人

　控除額＝給与所得控除後の給与等の金額（上限１０万円）＋
　　　　　公的年金等に係る雑所得の金額（上限１０万円）－１０万円

　（イ）給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある人
で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計
額が１０万円を超える人
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注５　長期譲渡所得及び一時所得については、所得の計算方法により算出した額の２
分の１に対して個人市民税・県民税が課されます。

注６　公的年金等の雑所得の計算方法

〈受給者が昭和３２年１月１日以前に生まれた人（６５歳以上の人）の場合〉

〈受給者が昭和３２年１月２日以後に生まれた人（６５歳未満の人）の場合〉

注７　退職所得控除額
　　●　勤続年数が２０年以下の場合　４０万円×勤続年数（８０万円未満の場合は８０万円）
　　●　勤続年数が２０年超の場合　８００万円＋７０万円×（勤続年数－２０年）
　　　　※　勤続年数に１年未満の端数があるときは１年とします。
　　　　※　障害者となったことにより退職したと認められるときは、上記の算出金

額に１００万円を加算します。

　　　（例） 勤続年数 退職所得控除額 勤続年数 退職所得控除額

１０年 ４００万円 ２５年 １,１５０万円

１５年 ６００万円 ３０年 １,５００万円

２０年 ８００万円 ３５年 １,８５０万円

注８　勤続年数５年以下の法人役員等には、その役員等としての勤続年数に対応する
退職金について、退職所得控除後の金額に２分の１を乗じる措置はありません。

　　　令和４年分以後の勤続年数５年以下の法人役員等以外の退職金については、退
職所得控除後の金額のうち３００万円を超える部分については、２分の１を乗じ
る措置はありません。

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

１,０００万円以下
１,０００万円超
２,０００万円以下

２,０００万円超

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
　Ｂ

３３０万円未満 Ｂ－１１０万円 Ｂ－１００万円 Ｂ－９０万円

３３０万円以上
４１０万円未満

Ｂ×０.７５－２７万５千円 Ｂ×０.７５－１７万５千円 Ｂ×０.７５－７万５千円

４１０万円以上
７７０万円未満

Ｂ×０.８５－６８万５千円 Ｂ×０.８５－５８万５千円 Ｂ×０.８５－４８万５千円

７７０万円以上
１,０００万円未満

Ｂ×０.９５－１４５万５千円 Ｂ×０.９５－１３５万５千円 Ｂ×０.９５－１２５万５千円

１,０００万円以上 Ｂ－１９５万５千円 Ｂ－１８５万５千円 Ｂ－１７５万５千円

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

１,０００万円以下
１,０００万円超
２,０００万円以下

２,０００万円超

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
　Ｂ

１３０万円未満 Ｂ－６０万円 Ｂ－５０万円 Ｂ－４０万円

１３０万円以上
４１０万円未満

Ｂ×０.７５－２７万５千円 Ｂ×０.７５－１７万５千円 Ｂ×０.７５－７万５千円

４１０万円以上
７７０万円未満

Ｂ×０.８５－６８万５千円 Ｂ×０.８５－５８万５千円 Ｂ×０.８５－４８万５千円

７７０万円以上
１,０００万円未満

Ｂ×０.９５－１４５万５千円 Ｂ×０.９５－１３５万５千円 Ｂ×０.９５－１２５万５千円

１,０００万円以上 Ｂ－１９５万５千円 Ｂ－１８５万５千円 Ｂ－１７５万５千円
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（２）　所得控除（所得から差し引かれるもの）

　所得控除額は、納税者の個人的な事情により税の負担能力が異なることを
考慮して、所得金額から差し引くものです。
　なお、個人市民税・県民税の所得控除額は、次のとおりであり、所得税と
は異なります。

種　　類 要　　　件 控　　除　　額

雑 損 控 除

前年中に本人又は本人と生
計を一にする一定の親族が
所有する資産について災害
等により損失を受けた場合

次のうちいずれか多い方の金額
①（損害額－保険金などにより補てんされる額）－
　（総所得金額等の合計額×１０％）
②災害関連支出金額－５万円

医 療 費 控 除

前年中に本人又は本人と生
計を一にする一定の親族の
ために医療費等を支払った
場合

次のうちいずれかを選択して、算出した金額
①通常の医療費控除を適用する場合

医療費の実
質負担額







総所得金額等の合計額の
５％又は１０万円のいず
れか少ない方の金額

控除額＝ －




(限度額200万円)

②医療費控除の特例を適用する場合
特定一般用医薬
品等購入費注１





控除額＝ －

(限度額8万8,000円)
１万２,０００円

社会保険料控除

前年中に社会保険料（国民
健康保険料、後期高齢者医
療保険料、介護保険料、国
民年金保険料など）を支
払った場合

実際に支払った金額又は給与や年金か
ら差し引かれた金額

小規模企業共
済等掛金控除

前年中に小規模企業共済法
に規定された共済契約に基
づく掛金、確定拠出年金法
の企業型若しくは個人型年
金加入者掛金（iDeCoの掛
金など）又は心身障害者扶
養共済制度に基づく掛金を
支払った場合

支払った金額

生命保険料控除

前年中に一
般生命保険
料、介護医
療保険料又
は個人年金
保険料を支
払った場合

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞ
れ下の計算式により計算した控除額の合計額（限度額７万円）
平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等（新契約）に適用される控除額の計算式

支　　　　払　　　　額 控　　除　　額

１万２,０００円以下 全額

１万２,０００円超３万２,０００円以下 支払額×０.５＋６,０００円

３万２,０００円超５万６,０００円以下 支払額×０.２５＋１万４,０００円

５万６,０００円超 ２万８,０００円

平成２３年１２月３１日以前に締結した保険契約等（旧契約）に適用される控除額の計算式

支　　　　払　　　　額 控　　除　　額

１万５,０００円以下 全額

１万５,０００円超４万円以下 支払額×０.５＋７,５００円

４万円超７万円以下 支払額×０.２５＋１万７,５００円

７万円超 ３万５,０００円

※　一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の
双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約をそれぞれ上
の計算式により計算した控除額の合計額（限度額２万８,０００円）とな
ります。ただし、旧契約に係る控除額が２万８,０００円を超える場合は、
旧契約に係る控除額のみで計算します。
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種　　類 要　　　件 控　　除　　額

注２

地震保険料控除

Ａ＝地震保険料の
支払額

Ｂ＝旧長期損害保
険料の支払額











前年中に地
震保険料又
は旧長期損
害保険料を
支払った場
合

Ａの合計額を下記のア又は
イに当てはめて得た金額







Ｂの合計額を下記のウから
オまでに当てはめて得た金額





控除額＝ ＋

ア　５万円以下…支払額×０.５
イ　５万円超…２万５,０００円
ウ　５,０００円以下…全額
エ　５,０００円超１万５,０００円以下…支払額×０.５＋２,５００円
オ　１万５,０００円超…１万円
控除限度額　２万５,０００円（ＡとＢの両方がある場合）

障 害 者 控 除
本人又は同一生計配偶者・
扶養親族が障害者の場合

１人につき２６万円
（特別障害者注３は３０万円）
（同居特別障害者は５３万円）

寡 婦 控 除

本人が次の①～③のいずれ
にも該当する場合（ひとり
親控除に該当する人を除
く。）
①前年の合計所得金額が
５００万円以下であるこ
と

②以下のいずれかに該当す
ること

　・夫と死別後、再婚して
いない人又は夫が生死
不明などの人

　・夫と離婚した後、再婚
していない人で、扶養
親族のある人

③事実上婚姻関係と同様の
事情にあると認められる
人注４がいないこと

２６万円

ひとり親控除

本人が現に婚姻をしていな
い、又は配偶者が生死不明
などの場合で、次の①～③
のいずれにも該当する場合
①前年の合計所得金額が
５００万円以下であるこ
と

②前年の総所得金額等の合
計額が４８万円以下の生
計を一にする子を有して
いること注５

③事実上婚姻関係と同様の
事情にあると認められる
人注４がいないこと

３０万円

勤労学生控除

本人の前年の合計所得金額
が７５万円以下で、かつ、
自己の勤労によらない所得
が１０万円以下の勤労学生
である場合

２６万円

配 偶 者 控 除

前年の合計所得金額が４８万
円以下の生計を一にする配
偶者を有し、本人の前年の
合計所得金額が１,０００万円
（給与収入の場合１,１９５万
円）以下の場合注６

配偶者の区分

本人の前年の合計所得金額

９００万円以下
９００万円超

９５０万円以下
９５０万円超

１,０００万円以下

一般の配偶者 ３３万円 ２２万円 １１万円

老人配偶者（７０歳以上） ３８万円 ２６万円 １３万円
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注１　特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品（医療用医薬品）
から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品（スイッチOTC医薬品）
などの購入費をいいます。

　　　そして、特定一般用医薬品等を平成２９年１月１日から令和８年１２月３１日まで
の間に購入した場合に、各年分の購入費のうち１万２,０００円を超える金額（限度額
８万８,０００円）について、その年分の総所得金額等から控除する制度を、医療費控
除の特例といいます。なお、この特例制度の適用を受ける場合は、通常の医療費控
除の適用は受けられません。

注２　一の損害保険契約等が、地震保険に係る契約と旧長期損害保険に係る契約のいず
れにも該当する場合は、いずれか一の契約のみに該当するものとして計算します。

注３　身体障害者手帳１級・２級の人、精神障害者保健福祉手帳１級の人、療育手帳Ａ・
Ａの人、これらの人に準ずるものとして福祉事務所長の認定を受けた６５歳以上の人
など

注４　本人が世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫（未届）」などと記載されている人を
いいます。本人が世帯主でない場合で、本人の住民票の続柄が「妻（未届）」などと
記載されている場合は、その世帯主の人をいいます。

注５　他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている子を除きます。
注６　前年の合計所得金額が１,０００万円を超える場合は、配偶者控除の適用はありませ

ん。ただし、配偶者の前年の合計所得金額が４８万円以下の場合は「同一生計配偶者」
となり、「同一生計配偶者」が障害者に該当する場合は、障害者控除の適用が受けられ
ます。

注７　「扶養親族」のうち１６歳以上の人が「控除対象扶養親族」とされ、１６歳未満の扶
養親族には、扶養控除の適用はありません。

注８　本人又はその配偶者の直系尊属（父母や祖父母など）で、同居している老人扶養
親族

種　　類 要　　　件 控　　除　　額

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者を有
し、本人の前年の合計所
得金額が１,０００万円（給
与収入の場合１,１９５万円）
以下の場合

配偶者の前年の
合計所得金額

本人の前年の合計所得金額

９００万円以下
９００万円超

９５０万円以下
９５０万円超

１,０００万円以下

４８万円以下 適用なし（配偶者控除の対象）

４８万円超１００万円以下 ３３万円 ２２万円 １１万円

１００万円超１０５万円以下 ３１万円 ２１万円 １１万円

１０５万円超１１０万円以下 ２６万円 １８万円 ９万円

１１０万円超１１５万円以下 ２１万円 １４万円 ７万円

１１５万円超１２０万円以下 １６万円 １１万円 ６万円

１２０万円超１２５万円以下 １１万円 ８万円 ４万円

１２５万円超１３０万円以下 ６万円 ４万円 ２万円

１３０万円超１３３万円以下 ３万円 ２万円 １万円

１３３万円超 ０円 ０円 ０円

扶 養 控 除

前年の合計所得金額が４８万
円以下の生計を一にする控
除対象扶養親族注７（配偶
者を除く。）を有する場合

①一般の控除対象扶養親族 ……３３万円
　（１６歳以上１９歳未満、２３歳以上７０歳未満）
②特定扶養親族（１９歳以上２３歳未満）…４５万円
③老人扶養親族（７０歳以上） …３８万円
④同居老親等注８である扶養親族 …４５万円

基 礎 控 除 本人の前年の合計所得金額
が２,５００万円以下の場合

本人の前年の合計所得金額 控除額

２,４００万円以下 ４３万円

２,４００万円超２,４５０万円以下 ２９万円

２,４５０万円超２,５００万円以下 １５万円
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（３）　課税総所得金額等の計算
　課税総所得金額等（課税の対象となる所得金額）の計算は、次のとおりです。

利子所得  の金額

配当所得  の金額

不動産所得の金額

事 業 所 得 の 金 額

給 与 所 得 の 金 額

譲 渡 所 得 の 金 額
（土地・建物等以外）

●短期譲渡所得金額

●長期譲渡所得金額

一 時 所 得 の 金 額

雑 所 得 の 金 額

山 林 所 得 の 金 額

譲渡所得  の金額
（ 土 地・建 物 等 ）

●短期譲渡所得金額

●長期譲渡所得金額

上場株式等に係る
配当所得等 の金額

上場株式等に係る
譲渡所得等 の金額

一般株式等に係る
譲渡所得等の金額

先 物 取 引 に 係 る
雑所得等  の金額

退 職 所 得 の 金 額
（現年分離課税分）

注 1

注 1

注2

注3

注3

注4

－

x１/2

x１/2

＝

損

益

通

算

損

失

の

繰

越

控

除

総

所

得

金

額

損益
通算

山 林 所 得 金 額

上場株式等に係る
配当所得等の金額

上場株式等に係る
譲渡所得等の金額

先物取引に係る
雑所得等の金額

●短期譲渡所得金額

●長期譲渡所得金額

課税山林所得金額

上場株式等に係る
課税配当所得等の金額

上場株式等に係る
課税譲渡所得等の金額

一般株式等に係る
譲渡所得等の金額

一般株式等に係る
課税譲渡所得等の金額

先 物 取 引 に 係 る
課税雑所得等の金額

課税退職所得金額

●課税短期譲渡所得金額

●課税長期譲渡所得金額

損益
通算

損益
通算

所

得

控

除

額
特
別
控
除
額

課

税

総

所

得

金

額

合計所得金額

（所得金額）－（所得控除額等）＝（課税総所得金額等）

総所得金額等

Ｘ

　
　
　総

　
　
　合

　
　
　課

　
　
　税

Ｙ

　
　
　分

　
　
　離

　
　
　課

　
　
　税

注１　利子所得及び配当所得については、県民税配当割の課税対象となる一定の上場株式等に係る配当等について、総合課税又は分
離課税を選択することができます（利子所得は分離課税のみ）。分離課税を選択した場合、上場株式等に係る譲渡所得等と損益通
算を行い、その結果生じた損失はなかったものとみなされます。

注２　分離課税となる譲渡所得については、これらの所得の範囲内でのみ損益通算を行い、その結果生じた損失はなかったものとみ
なされ、損失の繰越控除も認められません。ただし、居住用財産を譲渡した場合に生じた一定の損失については、他の所得と損
益通算及び繰越控除が認められる場合があります。

注３　分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等及び上場株式等に係る譲渡所得等については、これらの所得の範囲内でのみ
損益通算を行い、その結果生じた損失はなかったものとみなされます。なお、上場株式等の譲渡による損失や研究開発型の中小
企業が設立等の際に発行した株式の譲渡による損失については、これらの所得の範囲内でのみ繰越控除が認められる場合があり
ます。

注４　先物取引に係る雑所得等については、これらの所得の範囲内でのみ損益通算を行い、その結果生じた損失はなかったものとみ
なされます。なお、先物取引の差金等決済により生じた損失については、これらの所得の範囲内でのみ繰越控除が認められる場
合があります。

総合課税と分離課税
●　総合課税

　　Ｘ欄の所得については、これらの所得金額を合計したもの（総所得金額）について税額が計算されます。

●　分離課税

　　Ｙ欄の所得については、他の所得と分離して、それぞれの所得ごとに税額が計算されます。
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（４）　所得割の税率
　課税総所得金額に、次の税率を乗じた金額が所得割額となります。ただし、
土地・建物等の譲渡所得や退職所得など分離課税されるものについては、（８）
の方法により所得割額を算出します（１９・２０ページ参照）。
市民税：８％　県民税：２％

（５）　調整控除
　個人市民税・県民税所得割額から次の算式で求めた金額が、調整控除とし
て控除されます注１。

区　　　分 調　整　控　除　額

合計課税所得金額注２が
２００万円以下の場合

次の１、２のいずれか少ない金額×控除率
市４％
県１％







１　人的控除額の差注３の合計額
２　合計課税所得金額

合計課税所得金額注２が
２００万円超の場合

｛人的控除額の差注３の合計額－（合計課税所得金額－２００万円）｝注４

　　　　　　　　　　　　　　　
×控除率

市４％
県１％







注１　前年の合計所得金額が２,５００万円を超える人は、調整控除の適用はありません。
注２　合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
注３　人的控除額の差は、次の表のとおりです。
注４　この金額が５万円未満の場合は５万円とします。

人的控除額の差

注１　税制改正前（令和２年度まで）の基礎控除（住民税３３万円、所得税３８万円）の差額
注２　税制改正前（令和２年度まで）の寡夫控除（住民税２６万円、所得税２７万円）の差額
注３　税制改正前（平成３０年度まで）の配偶者特別控除（住民税３３万円、所得税３６万円）の差額
注４　税制改正前（平成３０年度まで）の配偶者特別控除×２/３（住民税２２万円、所得税２４万円）の差額
注５　税制改正前（平成３０年度まで）の配偶者特別控除×１/３（住民税１１万円、所得税１２万円）の差額
※　人的控除以外の控除で、住民税と所得税で控除額に差のある生命保険料控除及び地震保険料控除は、調

整控除の対象となっていません。

人的控除の種類 本人の合計所得金額 住民税の控除額 所得税の控除額 控除額の差

基　礎　控　除

２,４００万円以下 ４３万円 ４８万円

　５万円２,４００万円超２,４５０万円以下 ２９万円 ３２万円

２,４５０万円超２,５００万円以下 １５万円 １６万円

障 害 者 控 除

普 通 障 害 者 － ２６万円 ２７万円 　１万円

特 別 障 害 者 － ３０万円 ４０万円 １０万円

同居特別障害者 － ５３万円 ７５万円 ２２万円

寡　婦　控　除 － ２６万円 ２７万円 　１万円

ひとり親控除
父 － ３０万円 ３５万円 　１万円

母 － ３０万円 ３５万円 　５万円

勤労学生控除 － ２６万円 ２７万円 　１万円

配 偶 者 控 除

一 般 配 偶 者

９００万円以下 ３３万円 ３８万円 　５万円

９００万円超９５０万円以下 ２２万円 ２６万円 　４万円

９５０万円超１,０００万円以下 １１万円 １３万円 　２万円

老 人 配 偶 者

９００万円以下 ３８万円 ４８万円 １０万円

９００万円超９５０万円以下 ２６万円 ３２万円 　６万円

９５０万円超１,０００万円以下 １３万円 １６万円 　３万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額
４８万円超５０万円未満

９００万円以下 ３３万円 ３８万円 　５万円

９００万円超９５０万円以下 ２２万円 ２６万円 　４万円

９５０万円超１,０００万円以下 １１万円 １３万円 　２万円

配偶者の合計所得金額
５０万円以上５５万円未満

９００万円以下 ３３万円 ３８万円 　３万円

９００万円超９５０万円以下 ２２万円 ２６万円 　２万円

９５０万円超１,０００万円以下 １１万円 １３万円 　１万円

扶 養 控 除

一 般 扶 養 － ３３万円 ３８万円 　５万円

特 定 扶 養 － ４５万円 ６３万円 １８万円

老 人 扶 養 － ３８万円 ４８万円 １０万円

同居老親等扶養 － ４５万円 ５８万円 １３万円

注３

注４

注５

注１

注２
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（６）　税額控除
　算出税額から一定の金額を差し引くことを税額控除といい、個人市民税・
県民税所得割の税額控除は、次のとおりです。
ア　寄附金税額控除 
　　下表の寄附金を寄附した場合には、同表の寄附金税額控除額が、個人市
民税・県民税所得割額から差し引かれます。

寄　　附　　金注１ 寄 附 金 税 額 控 除 額

①　広島県共同募金会又は日
本赤十字社広島県支部に対
する寄附金

②　地方公共団体に対する寄
附金（ふるさと納税など）

③　所得税で寄附金控除の対
象となっている寄附金のう
ち、広島市又は広島県が指
定した寄附金注２

次の合計額

（ア）
①、②及び広島市が指定し
た③の寄附金の合計額








－２,０００円 ×８％

（イ）
①、②及び広島県が指定し
た③の寄附金の合計額








－２,０００円 ×２％

（ウ）注３（②の寄附金の合計額－２,０００円）×（下表の割合）注４

注１　寄附金税額控除が適用される寄附金は、総所得金額等の３０％が限度
となります。

注２　広島市が指定した寄附金は、広島市ホームページ（ページ番号
２５２３０８）に掲載しています。なお、広島市の指定を受けるには、
寄附金を受領する法人又は団体から、市役所市民税課市民税係へ申請
書を提出していただく必要があります。

注３　（ウ）の額は、個人市民税・県民税所得割額（調整控除を控除した後
の額となります。）の２０％が限度となります。なお、令和元年６月１
日以降のふるさと納税に係る総務大臣の指定がない都道府県・市区町
村への寄附金には、（ウ）の適用はありません。

注４　課税山林所得金額、課税退職所得金額、分離課税の特例制度が適用
される所得を有する場合は、異なる割合が適用される場合があります。

課税総所得金額から人的控除
額の差の合計額を控除した額

割　合
課税総所得金額から人的控除
額の差の合計額を控除した額

割　合

　　　　０円未満 ９０　　 ％ 　６９５万円超　９００万円以下 ６６.５１７％

　　　　０円以上１９５万円以下 ８４.８９５％ 　９００万円超１,８００万円以下 ５６.３０７％

　１９５万円超　３３０万円以下 ７９.７９　％ １,８００万円超４,０００万円以下 ４９.１６　％

　３３０万円超　６９５万円以下 ６９.５８　％ ４,０００万円超 ４４.０５５％
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　ふるさと納税（寄附）に係る税の控除を受けるため以外には確定申告等を
する必要がない給与所得者や年金所得者の方については、ふるさと納税（寄
附）を行った先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出
することにより、確定申告等をしなくても税の控除を受けられる制度（ふる
さと納税ワンストップ特例制度）があります。
　この制度を利用すると、ふるさと納税を行った翌年度の個人市民税・県民
税所得割額から、所得税寄附金控除相当額（申告特例控除額）が個人市民
税・県民税の控除額と合わせて控除されます。
　ただし、寄附者が、①年末調整後にふるさと納税以外の寄附金に係る寄附
金控除や医療費控除などの所得控除の適用を受ける場合、②ふるさと納税を
行った先の自治体の数が６以上になる場合などは、この特例制度は利用でき
ないため、確定申告等を行う必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例

イ　配当控除
　　株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金
額が個人市民税・県民税所得割額から差し引かれます。

区　　　　分
課税総所得金額等が
１,０００万円以下の部分

課税総所得金額等が
１,０００万円超の部分

市民税 県民税 市民税 県民税

利益の配当等 ２.２４％ ０.５６％ １.１２％ ０.２８％

証券投資
信 託 等

外貨建等証券投資信託以外 １.１２％ ０.２８％ ０.５６％ ０.１４％

外貨建等証券投資信託 ０.５６％ ０.１４％ ０.２８％ ０.０７％

※　配当などの種類によっては、配当控除の適用がない場合があります。
※　分離課税を選択した上場株式等に係る配当は、配当控除の適用がありません。

ウ　住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）
　　所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税において住宅ロー
ン控除可能額が控除しきれなかった場合に、翌年度の個人市民税・県民税
所得割額から差し引かれます。

控 除 対 象 者
　所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受けており、かつ、所得
税で控除しきれなかった金額がある人のうち、平成２４年以降に入
居した人

市民税・県民税の申告 　不要

　新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和２年２月１日から令和
３年１月３１日までの間に中止等した文化芸術・スポーツに関する行事のう
ち、文化庁・スポーツ庁が指定した行事のチケットの払戻しを受けない場
合は、その金額分を寄附したものとみなして、寄附金税額控除の対象とす
る制度が設けられています。
　詳しくは広島市ホームページ（ページ番号１８８４７６）をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例
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　控除額の計算方法

区　　　　　分 控　　　除　　　額

居住開始年月日が、
　平成２６年３月３１日までの人

次の①又は②のいずれか少ない方の金額となります。

①
前年分の所得税
における住宅ロ
ーン控除可能額

－
前年分の所得税額
（住宅ローン控

除適用前）

②
前年分の所得税
における課税総
所得金額等注４

×
５％（９７,５００円
を限度とする。）

居住開始年月日が、
　平成２６年４月１日
　以後の人

下記の区分以
外

特定取得注１、
特別特定取得
注２、特例取得
注３、特別特例
取得注３ 及び
特例特別特例
取得注３

次の①又は②のいずれか少ない方の金額となります。

①
前年分の所得税
における住宅ロ
ーン控除可能額

－
前年分の所得税額
（住宅ローン控

除適用前）

②
前年分の所得税
における課税総
所得金額等注４

×
７％（１３６,５００
円を限度とする。）

注１　「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、８％又は１０％
の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

注２　「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が１０％の税率
により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

注３　「特例取得」、「特別特例取得」及び「特例特別特例取得」とは、特別特定取得のうち、一定の要件
に該当する住宅の取得等をいいます。

注４　「課税総所得金額等」とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額を
いいます。

エ　外国税額控除
　　納税者が外国で所得税や個人市民税・県民税に相当する税金を課された
ときには、一定の方法により、その税額が個人市民税・県民税所得割額か
ら差し引かれます。

（７）　配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額の控除
　前年中に県民税配当割を課された人がその課税標準となる特定配当等の額
を申告した場合や、県民税株式等譲渡所得割を課された人がその課税標準と
なる特定株式等譲渡所得金額を申告した場合には、その申告した県民税配当
割額及び県民税株式等譲渡所得割額を市民税と県民税とにあん分した金額
を、（６）までにより算出された個人市民税・県民税の所得割額からそれぞれ
控除します。
　なお、控除することができなかった金額がある場合には、その金額を年税
額に充当した後、充当することができなかった金額を還付（未納の市税があ
る場合にはその市税に充当）します。
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（８）　分離課税の特例制度
ア　土地・建物等の譲渡所得
　　土地・建物等の譲渡所得に対する所得割額については、他の所得と分離
して、次のとおり短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けて算出します。

　●　短期譲渡所得……譲渡をした年の１月１日において所有期間が５年以
下の土地・建物等の譲渡による所得

　●　長期譲渡所得……譲渡をした年の１月１日において所有期間が５年超
の土地・建物等の譲渡による所得

課税　
短期
長期

　譲渡所得金額　＝　譲渡収入　－


譲渡した資産の
取得費・譲渡費用




－　特別控除額注

注　収用などによる公共事業用地等としての土地等の譲渡（５,０００万円特別控除）、地方公共団体な
どが行う特定住宅地造成事業等のための土地等の譲渡（１,５００万円特別控除）、居住用財産の譲渡 
（３,０００万円特別控除）などがあります。

短
期
譲
渡
所
得

１　短期譲渡所得（一般分）

　　　課税短期譲渡所得金額×税率
市７.２％
県１.８％


＝所得割額

２　国等に対する短期譲渡所得

　　　課税短期譲渡所得金額×税率
市４％
県１％


＝所得割額

長
　
期

　
譲

　
渡

　
所

　
得

１　長期譲渡所得（一般分）

　　　課税長期譲渡所得金額×税率
市４％
県１％


＝所得割額

２　優良住宅地等に係る長期譲渡所得

（１）課税長期譲渡所得金額が２,０００万円以下の場合

　　　課税長期譲渡所得金額×税率
市３.２％
県０.８％


＝所得割額

（２）課税長期譲渡所得金額が２,０００万円超の場合

　　　
市６４万円
県１６万円


＋（課税長期譲渡所得金額－２,０００万円）×税率

市４％
県１％


＝所得割額

３　居住用財産の譲渡に係る長期譲渡所得注

（１）課税長期譲渡所得金額が６,０００万円以下の場合

　　　課税長期譲渡所得金額×税率
市３.２％
県０.８％


＝所得割額

（２）課税長期譲渡所得金額が６,０００万円超の場合

　　　
市１９２万円
県　４８万円


＋（課税長期譲渡所得金額－６,０００万円）×税率

市４％
県１％


＝所得割額

注　所有期間が１０年超のものを譲渡した場合に限ります。なお、所得税で買換えの特例を選択した場合は除きます。

イ　山林所得

課税山林所得金額　×　税率　
市８％
県２％


　＝　所得割額
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ウ　上場株式等に係る配当所得等

上場株式等に係る課税配当所得等の金額　×　税率　
市４％
県１％


　＝　所得割額

エ　上場株式等に係る譲渡所得等

上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額　×　税率　
市４％
県１％


　＝　所得割額

オ　一般株式等に係る譲渡所得等

一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額　×　税率　
市４％
県１％


　＝　所得割額

カ　先物取引に係る雑所得等

先物取引に係る課税雑所得等の金額　×　税率　
市４％
県１％


　＝　所得割額

キ　退職所得
　　退職所得に係る所得割額は、他の所得に係る所得割額と区分して、退職
手当が支払われる際に差し引かれます。これを現年分離課税といいます。

課税退職所得金額　×　税率　
市６％
県４％


　＝　所得割額

　１月１日現在、市内に住所がある人は、次に該当する人を除き、その年の３月
１５日までに前年の所得金額などを記載した個人市民税・県民税の申告書を提出
する必要があります。なお、申告書の提出先は、最寄りの市税事務所市民税係・
税務室です。
※　①給与所得以外の所得が２０万円以下の給与所得者、②公的年金等の収入金
額が４００万円以下、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が２０万円以下
の年金所得者は、所得税の確定申告は不要ですが、個人市民税・県民税の申告
は必要です。

※　住民税が特別徴収された上場株式等の配当所得等又は源泉徴収口座における
株式等譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、その年
の個人市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに申告書の提出が必要
です。ただし、所得税の確定申告で申告した昨年中の配当所得と株式等譲渡所
得が、住民税が特別徴収された上場株式等の配当所得等又は源泉徴収口座にお
ける株式等譲渡所得のみで、確定申告書第二表の「特定配当等・特定株式等譲
渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入した場合は、個人市民税・県民税の申
告は不要です。

●　個人市民税・県民税の申告が不要な人
　（１）　所得税の確定申告をした人
　（２）　前年の所得が給与所得のみで、勤務先から「給与支払報告書」が提出さ

れている人
　（３）　前年の所得が公的年金等に係る所得のみの人
　（４）　個人市民税・県民税が非課税となる人
※　（２）、（３）に該当する人でも、源泉徴収票に記載のない控除を受ける場合は、
申告書の提出が必要です。

申　　告
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（１）　事業所得者など（給与所得者・年金所得者以外の人）（普通徴収）
　　　年税額を６月、８月、１０月、１２月の４回に分けて、納付書又は口座振替

により納めてください。
　　※　税額が均等割額に相当する金額（５,５００円）以下の人は１回で納めて

いただくことになります。
（２）　給与所得者（特別徴収）
　　　年税額を６月から翌年の５月までの１２回に分けたものを、給与支払者が

給料から差し引いて納めます。
　　※　税額が均等割額に相当する金額（５,５００円）以下の人は、１回で全額

差し引かれます。
　　※　年の中途で退職した場合
　　　　特別徴収されていた人が年の中途で退職したときは、次の場合を除き、

残税額（退職した日の属する月の翌月以降の月割額）を普通徴収により
納めてください。

　　　①　再就職先で引き続き特別徴収の方法により毎月納める場合
　　　②　最後の給与又は退職金で残税額を一括して納める場合（１２月までに

退職した場合は、本人の希望を要します。）
（３）　令和４年４月１日現在、６５歳以上の年金所得者（特別徴収）
　　　年税額（年金所得に係るものに限ります。）を４月、６月、８月、１０月、

１２月、翌年の２月の６回に分けたものを、年金支払者が公的年金から差し
引いて納めます。

　　※　以下のいずれかに該当している人は、公的年金からの特別徴収の対象と
なりません。

　　　①　介護保険料が公的年金から特別徴収されていない人
　　　②　特別徴収対象の公的年金の年額が１８万円未満の人
　　　③　特別徴収税額が公的年金の年額から所得税、介護保険料、国民健康保

険料、後期高齢者医療保険料を控除した残りの額を超える人
　　※　特別徴収開始年度においては、年税額のうち半分は、６月と８月に普通

徴収により納めていただき、残りの半分は、１０月、１２月、翌年の２月の
３回に分けて特別徴収されます。

　　※　公的年金の支給停止などにより、特別徴収が中止となった場合は、普通
徴収により納めてください。

住民税と所得税の主な相違点
区　　分 住　民　税 所　得　税

課税される所得 前年の所得 現年の所得

申告範囲 原則として、全ての所得を申
告する必要があります。

申告をしないことができる場
合があります（給与所得者で、
給与所得以外の所得が２０万
円以下の場合など）。

税率

所得金額にかかわら
ず均等の額を課税

〔均等割〕
市民税：３,５００円
県民税：２,０００円
（うち５００円はひろしまの
森づくり県民税）

なし

所得金額に応じて課
税

〔所得割〕
市民税：８％（一律）
県民税：２％（一律）

５％、１０％、２０％、２３％、
３３％、４０％、４５％（７段階）

所得控除 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等
掛金控除以外の、各控除額が異なります。

税額控除
配 当 控 除 控除率が異なります。
住宅ローン控除 控除額が異なります。

寄附金に関する控除 税額控除方式 所得控除方式

納付方法 特別徴収
普通徴収

源泉徴収：年末調整など
申告納付：確定申告など

納税の方法
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個人市民税・県民税Ｑ＆Ａ

Ｑ　私は令和３年４月にＡ市から広島市へ転入しましたが、住民票は移さずに現在

に至っております。令和４年度分の個人市民税・県民税の納税先はＡ市でしょう

か、広島市でしょうか。

Ａ　個人市民税・県民税は、その年の１月１日現在市内に住所のある人に対して、そ

の住所地の市が課することになっています。市内に住所がある人とは、原則として、

その市の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされていますが、その市の

住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市に住んでいる場合に

は、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、個人市民税・県民税を課

することとされています。

　　したがって、あなたの場合は、令和４年１月１日現在、実際には広島市に住んで

いたわけですから、令和４年度分の個人市民税・県民税の納税先は広島市となりま

す。

Ｑ　私は令和４年７月末に会社を退職して以来無職ですが、１０月になって個人市民

税・県民税の納付書が送られてきました。在職中、個人市民税・県民税は毎月給与

から差し引かれていましたが、無職になっても個人市民税・県民税は課されるので

すか。

Ａ　個人市民税・県民税は前年の所得に対して課され、給与所得者の場合、令和４年

度分の個人市民税・県民税は令和４年６月から令和５年５月までの１２回に分けて

給料から差し引かれます。しかし、あなたの場合、令和４年７月末に退職されたた

め、令和４年８月から令和５年５月までの個人市民税・県民税を給料から差し引く

ことができませんので、その税額については納付書などで納めていただくことにな

ります。

Ｑ　私は広島市安佐南区に住んでおり、これまで、北部市税事務所から個人市民税・

県民税の納税通知書が送られてきていましたが、昨年、中区に店舗を開設したとこ

ろ、今年度は、中央市税事務所からも納税通知書が送られてきました。

　　どうして２か所から納税通知書が送られてきたのでしょうか。

Ａ　個人市民税・県民税は、その年の１月１日に広島市の区内に住所がある人に対し

て、均等割及び所得割を課することとされていますが、住所のある区以外の区に事

務所等を有している場合には、事務所等がある区においても均等割のみを課するこ

ととされています。

　　あなたの場合は、昨年、住所のある安佐南区以外の中区に店舗を開設したことか

ら、今年度から、店舗のある中区においても、均等割のみが課税されることになっ

たものです。

　　なお、住所のある区以外の区に事務所等を有している人（個人市民税・県民税が

非課税になる人を除きます。）は、当該事務所等について、毎年３月１５日までに個

人市民税・県民税の申告をする必要があります。
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令和４年度の個人市民税・県民税の計算例（給与所得者の場合）

○　家族構成　夫婦子ども２人

　　（妻子どもは所得なし、妻は４５歳、子どもは１７歳（一般扶養親族）と２０歳（特定扶養親族）

●　給与の収入金額　　７,０００,０００円 ･･････････････････････････････①

○　社会保険料支払額　１,０５０,０００円

○　一般生命保険料支払額（旧契約）　２４０,０００円

○　地震保険料支払額　　　　　　　　　２０,０００円

●　給与所得の金額　①×０.９－１,１００,０００円＝５,２００,０００円 ･･････②

●　所得控除額

　　社会保険料控除額　１,０５０,０００円

　　生命保険料控除額　　　３５,０００円

　　地震保険料控除額　　　１０,０００円　　　　　


所得税との
人的控除額の差




　　配偶者控除額　　　　３３０,０００円　　　　　　　（５０,０００円）

　　扶養控除額（一般）　３３０,０００円　　　　　　　（５０,０００円）

　　扶養控除額（特定）　４５０,０００円　　　　　　（１８０,０００円）

　　基礎控除額　　　　　４３０,０００円　　　　　　　（５０,０００円）
　　 
　　　　　計　　　　　２,６３５,０００円････③　　　（３３０,０００円）････④

●　課税所得金額（１,０００円未満の端数切捨て）

　　②－③＝２,５６５,０００円 ････････････････････････････････････････⑤

●　所得割額＜調整控除前＞

　　市民税　⑤×８％＝２０５,２００円 ････････････････････････････････⑥

　　県民税　⑤×２％＝　５１,３００円 ････････････････････････････････⑦

●　調整控除額

　　④－（⑤－２,０００,０００円）＝▲２３５,０００円＜５０,０００円

　　市民税調整控除額　５０,０００円×４％＝２,０００円 ･････････････････⑧

　　県民税調整控除額　５０,０００円×１％＝　５００円 ･････････････････⑨

●　所得割額＜調整控除後＞（１００円未満の端数切捨て）

　　市民税　⑥－⑧＝２０３,２００円 ･･････････････････････････････････⑩

　　県民税　⑦－⑨＝　５０,８００円 ･･････････････････････････････････⑪

●　均等割額

　　市民税　３,５００円 ･････････････････････････････････････････････⑫

　　県民税　２,０００円 ･････････････････････････････････････････････⑬

●　市民税・県民税の税額

　　市民税額（⑩＋⑫）＋県民税額（⑪＋⑬）＝２５９,５００円
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法人市民税
　法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人に課されるもので、

資本金等の額と従業者数に応じて課される均等割と法人税額に応じて課される法

人税割とがあります。

　なお、均等割は、事務所等が所在する区ごとに課されます。

　次の区分により、○印の税金を納めてください。

納 税 義 務 者
納 め る 税 金

均 等 割 法人税割

①　区内に事務所又は事業所注１がある法人

②　区内に事務所又は事業所注１はないが、寮等注２

がある法人

③　市内に事務所又は事業所注１がある個人で、法
人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課
されるもの

注１　「事務所又は事業所」とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必

要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所

をいいます。

注２　「寮等」とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、法人が従

業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るため、常時設けられているものをいいます。

※　法人でない社団又は財団（代表者又は管理人の定めのあるもの）で、収益事業を

行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものについては、法人とみなされ、上記

の表の①又は②が適用されます。

　　なお「収益事業」とは、物品販売業、製造業など法人税法施行令第５条に定める

事業で、継続して事業場を設けて営まれているものをいいます。

※　法人でない社団又は財団（代表者又は管理人の定めのあるもの）で、収益事業を

行わないものの法人市民税（均等割）は、非課税となります。

●　均等割
税率　×　

事務所、事業所又は寮等を有していた月数
 

１２か月

※　２以上の区に事務所、事業所又は寮等がある場合は、区ごとに均等割額を計算し、

それらを合計したものがその法人の均等割額となります。

税金を納める法人

税額の算出方法・税率
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１の区内の従業者数注１

法人の区分
５０人を超
え る 場 合

５０人以下
の 場 合

資
本
金
等
の
額注

２

を
有
す
る
法

注
３人

①　資本金等の額注２が１千万円以下の法人 １２０,０００円 ５０,０００円

②　資本金等の額注２が１千万円を超え１億円以下の法人 １５０,０００円 １３０,０００円

③　資本金等の額注２が１億円を超え１０億円以下の法人 ４００,０００円 １６０,０００円

④　資本金等の額注２が１０億円を超え５０億円以下の法人 １,７５０,０００円 ４１０,０００円

⑤　資本金等の額注２が５０億円を超える法人 ３,０００,０００円 ４１０,０００円

上
記
以
外
の
法
人

⑥　法人税法第２条第５号の公共法人及び地方税法第
２９４条第７項に規定する公益法人等のうち、地方税
法の規定により均等割を課することができないもの以
外のもの（法人税法別表第２に規定する独立行政法人
で収益事業を行うものは除きます。）

⑦　人格のない社団等で収益事業を行うもの
⑧　一般社団法人及び一般財団法人（法人税法第２条第
９号の２に規定する非営利型法人に該当するものを除
きます。）

⑨　保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の
額又は出資金の額を有しないもの（⑥から⑧までに掲
げる法人を除きます。）

５０,０００円

注１　「１の区内の従業者数」とは、原則として事業年度の末日における区内にある事務所、事業所
又は寮等の従業者数の合計数です（非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労
働者なども含みます。）。

注２　「資本金等の額」は、原則として①「事業年度の末日における地方税法第２９２条第１項第４号
の２に規定する資本金等の額（無償増資又は無償減資等による欠損填補を行った場合は、加算・
控除の調整後の額※）」となります。

　　　ただし、この額が、②「事業年度の終了の日における資本金及び資本準備金の合計額又は出資
金の額」に満たないときは、②の額となります。

　　※１　無償増資があった場合
　　　　　平成２２年４月１日以後に、利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行った場

合は、無償増資の額を加算します。
　　　２　無償減資等による欠損填補
　　　　・　平成１３年４月１日から平成１８年４月３０日までの間に、減資（金銭その他の資産を交

付したものを除きます。）による欠損の填補を行った場合は、欠損の填補に充てた額を控
除します。

　　　　・　平成１８年５月１日以後に、剰余金による損失補填を行った場合は、その補填した額（補
填した日以前１年以内に剰余金として計上した額に限ります。）を控除します。

　　　保険業法に規定する相互会社については、地方税法施行令第６条の２４第１号に定める金額と
なります。

注３　資本金等の額を有する法人については、法人税法別表第２に規定する独立行政法人で収益事業
を行わないもの及び上記表中⑨に該当する法人は除きます。
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●　法人税割
課税標準となる法人税額
　　　　　　　　　　　　　×　税率注２、注３

又は個別帰属法人税額注１

注１　事務所、事業所又は寮等が他の市町村にもある場合には、次の式により算

定（分割）された金額が広島市分の課税標準額となります。

　　　　　課税標準となる法人税額　　　広島市内の従業者数
　　　　　　　　　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　
　　　　　又は個別帰属法人税額　　　　　全従業者数

注２　法人税割については、財政上その他の必要があると認められる場合は、一

定の範囲内で標準税率（６.０％）を上回る税率により課税（超過課税）する

ことができるとされており、広島市では、昭和２７年度から超過課税を行っ

ています（超過課税分の税収は、令和４年度当初予算では約３８億円と見込

んでおり、道路橋りょう整備事業等に要する費用に充てる予定です。）。

　　　なお、中小法人（資本金又は出資金の額が１億円以下で、かつ、課税標準

となる法人税額（分割前）又は個別帰属法人税額（分割前）が年２４０万円

以下の法人）については、標準税率を適用しています。

注３　税率は、事業年度の開始日により、次のとおりとなります。

事 業 年 度 の 開 始 日

平成２６年１０月１日から
令和元年９月３０日まで

の事業年度分

令和元年１０月１日
以後の事業年度分

中小法人 　９.７％ 　６.０％

上記以外の法人 １２.１％ 　８.４％
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　次の区分に応じ、市役所市民税課法人課税係へ申告納付してください。

※　各市税事務所・税務室でも受け付けます。

事業年度 区　分 申告期限及び納付税額

６か月 確定申告
申告期限…事業年度終了の日の翌日から原則として２か月以内

納付税額…均等割額（年額）の２分の１と法人税割額の合計額

１年

　中間申告注

申告期限…事業年度開始の日以後６か月を経過した日から２か

月以内

納付税額…次の①又は②の額です。
　①　均等割額（年額）の２分の１と前事業年度の法人税割額

の２分の１の合計額（予定申告）

　②　均等割額（年額）の２分の１とその事業年度開始の日以
後６か月の期間を１事業年度とみなして計算した法人税額
を課税標準として計算した法人税割額の合計額（仮決算に

よる中間申告）

確定申告

申告期限…事業年度終了の日の翌日から原則として２か月以内

納付税額…均等割額と法人税割額の合計額
　　　　　ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、

その税額を差し引いた額

注　中間申告の義務があるにもかかわらず、申告期限までに申告書を提出しなかった

場合、申告期限に予定申告書の提出があったものとみなされます。期限までに納付

がない場合には、提出があったものとみなされた予定申告書に係る法人市民税相当

額を通知しますので、納付してください（納付日によっては、延滞金が発生するこ

とがあります。）。

※　均等割のみを課される公共法人及び公益法人等は、毎年４月３０日までに均等割

額を申告納付してください。

　　なお、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動促進法第２条第２項に規定

する法人等で、収益事業を行わないものは、均等割額が減免されることがあります。

減免を受けるには、市役所市民税課法人課税係へ納期限まで

に申請書を提出する必要があります。

※　法人市民税の申告書及び異動届などの関係書類の提出に

ついては、受付窓口への持参又は郵送による方法のほか、

「eLTAX（エルタックス）」（インターネットによる電子申告）

を利用して提出することもできます。

　詳しい内容については、５６ページをご覧ください。

申告と納税



２８－　　－

大法人の電子申告義務化について

　平成３０・３１年度税制改正により、大法人が行う法人市民税の申告につい
ては、電子情報処理組織を使用する方法（eLTAX）により提出しなければ
ならないこととされました。その概要は、以下のとおりです。
（１）対象法人
　　　大法人とは、次の①及び②に掲げる内国法人をいいます。
　　①　事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が１億円を超

える法人
　　②　相互会社、投資法人及び特定目的会社
（２）適用開始事業年度
　　　令和２年４月１日以後に開始する事業年度
（３）対象申告書等
　　　確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書、均等割

申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
　　※　申告書の添付書類については、eLTAXの利用に加えて、光ディス

ク等を提出する方法により行うこともできます。
（４）その他注意事項等
　　　電子申告がなされない場合には不申告として取り扱います。ただし、

下記①又は②の場合にはそれぞれ下記①又は②に記載の措置が講じられ
ます。

　　①　eLTAXの故障その他の理由により、多くの納税者がeLTAXにより
申告書等を提出することが困難であると総務大臣が告示した場合

　　　…　総務大臣の告示によって指定された期間に限り、申告書及び添付
書類を書面により提出することができます。

　　②　電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXの利用が困
難である場合

　　　…　市町村長の承認を受けて、申告書及び添付書類を書面により提出
することができます。ただし、その承認を受けるためには、書面に
より申告書及び添付書類を提出しようとする期間の開始の日の１５
日前（eLTAXの利用が困難となった理由が生じた日が申告書の提
出期限の１５日前の日以後である場合は、書面により申告書及び添
付書類を提出しようとする期間の開始の日）までに、申告を行う市
町村長に対して申請書を提出しなければなりません。

　　　　　法人税の申告書を書面により提出することについて、納税地の所
轄税務署長の承認を受けた旨の届出書を申告書の提出期限の前日ま
でに、又は申告書に添付してその提出期限までに、申告を行う市町
村長に提出した場合は、同様に申告書及び添付書類を書面により提
出することができます。
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　このように、固定資産税は、登記簿に登記されている人や課税台帳に登録され

ている人が納税義務者になります（例えば、土地・家屋について、前年中におい

て売買などにより実際の所有者が新所有者に変わっていても、その年の１月１日

現在、まだ登記簿の名義変更手続が完了していない場合は、旧所有者が納税義務

者となります。）。

固 定 資 産 税

　固定資産税は、土地・家屋・償却資産（これらを総称して固定資産といいます。）

に対して課されるものです。

償却資産…会社や個人で事業を営んでいる人が、その事業のために用いることができる

構築物・機械・器具・備品などで、土地・家屋以外の減価償却できる資産

（例）構築物（門、塀、屋外駐車場のアスファルト舗装、広告塔、庭園など）、建物附

属設備（受変電設備、中央監視装置、賃貸ビル等の家屋に賃借人が施工した内外

装など）、機械・装置（製造設備、立体駐車場の駐車機械設備、太陽光発電設備な

ど）、船舶・航空機、車両・運搬具（フォークリフト等の大型特殊自動車、その他

の運搬車など）、工具・器具・備品（テレビ、冷蔵庫、パソコンなど）

　なお、次のものは原則として課税対象になりません。①使用可能期間が１年未満又

は取得価額が１０万円未満の償却資産で、税務

会計上一時に損金算入しているもの又は必要経

費としているもの。②取得価額が２０万円未満

の償却資産で税務会計上３年間で一括償却して

いるもの。③自動車税（種別割）、軽自動車税

（種別割）の課税対象となるもの。④無形固定

資産（営業権、ソフトウェアなど）

　毎年１月１日現在、市内に固定資産を所有している人で、具体的には次のとお

りです。

土　　地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録さ
れている人

家　　屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録さ
れている人

償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税金を納める人
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　償却資産の所有者は、毎年１月１日現在の償却資産の状況を、償却資産申告
書により申告する必要があります。なお、申告書は、資産が所在する区ごとに
作成してください。
【申告期限】……毎年１月３１日
【申 告 先】……市役所固定資産税課償却資産係
　　　　　　　　※　各市税事務所家屋係・税務室でも受け付けます。
　　　　　　　　なお、「eLTAX（エルタックス）」（インターネットによる電

子申告）を利用して申告することもできます（５６ページ参照）。

償却資産の申告

固定資産を評価し価格を決定　　価格をもとに課税標準額を算出
 
 課税標準額×税率（１.４％）＝税額

　固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、次の方法に
より評価し決定します。
●　土地………売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、その

土地の現況に応じて評価し、価格を決定します。
　　　　　　　なお、宅地及び宅地の価格に比準して価格が求められる土地（雑

種地など）については、当分の間、地価公示価格等を活用し、そ
の７割程度を目途に評価し、価格を決定します。

●　家屋………再建築価額（その家屋と同一のものを建築するとした場合に必要
とされる建築費）をもとに評価し、価格を決定します。

●　償却資産…取得価額をもとに、その資産の耐用年数と取得後の経過年数に応
ずる減価を考慮して評価し、価格を決定します。

　このようにして求められた価格が、原則として固定資産税の課税標準額となり
ます。ただし、課税標準の特例措置などの適用がある場合は、特例措置などを適
用した後の額が課税標準額となります。

税額の算出方法・税率

価格の決定方法と課税標準

　相続登記をされるまでの間、相続人など新たにその土地又は家屋を所有する
人（現に所有している人）は、申告期限までに住所や氏名などを申告していた
だく必要があります。
【申告期限】……次のいずれか遅い日
　　　　　　　　●　現に所有している人であることを知った日の属する年の

翌年の１月３１日
　　　　　　　　●　現に所有している人であることを知った日の翌日から３

か月を経過した日
【申 告 先】……土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所土地係・税務室
　　　　　　　　なお、申告書は、市税事務所土地係・税務室の窓口にありま

す。また、広島市ホームページ（ページ番号１９１１８８）か
らダウンロードできます。

土地・家屋の所有者が亡くなった場合の申告
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　土地・家屋の価格を決定するための評価は、原則として３年ごとに行います。

この３年ごとの評価替えをする年度を基準年度（最近では、令和３年度が基準年

度に当たります。）といい、基準年度の翌年度と翌々年度の価格は、基準年度の

価格が据え置かれます（償却資産は毎年度評価します。）。

　ただし、基準年度以外の年度であっても、新たに固定資産税が課されることに

なった土地や家屋、分筆・合筆・地目の変換などがあった土地や増改築・損壊な

どがあった家屋については、新たに評価し、価格を決定します。

　なお、令和４年度及び令和５年度の土地の価格については、地価の下落によ

り、前年度の価格を据え置くことが課税上著しく均衡を失すると認められる場合

には、価格の修正を行うことができる特例措置が適用されます。

　固定資産税・都市計画税は固定資産課税台帳に登録されている価格に基づいて

課されますので、納税者が所有している土地や家屋の価格と区内の他の土地や家

屋の価格を比較することができるよう、毎年４月１日から第１期の納期限までの

間、土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所・税務室及び似島出張所を除

く各出張所（所管区域内の土地・家屋に限ります。）で、土地価格等縦覧帳簿・

家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。

土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

評価替え

　固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、広島市固定資

産評価審査委員会※に対して、原則として固定資産課税台帳に価格等を登録した

旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に

審査の申出をすることができます。

（一定の土地の令和３年度の価格に対する審査の申出については、期間に関する

特例措置があります。）

固定資産評価審査委員会への審査の申出

※　広島市固定資産評価審査委員会〒７３０-８５８６　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話（０８２）５０４-２０９５（直通）
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　同一区内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の

合計が、次の場合には、固定資産税は課されません。

土　　地‥‥‥　３０万円未満

家　　屋‥‥‥　２０万円未満

償却資産‥‥‥１５０万円未満

免 税 点

　固定資産税は、年税額を４月、７月、９月、１１月の４回に分けて、納付書又

は口座振替により納めてください。

納税の方法

（１）　住宅用地に対する課税標準の特例措置

　　　住宅用地（居住の用に供する家屋の敷地）については、税負担を軽減する

ための課税標準の特例措置が設けられています。

　　　住宅用地とは、１月１日現在、現に住宅の敷地となっている土地をいいま

す。例えば、１月１日現在において、住宅を建築中又は建築予定の土地は、

住宅用地に該当しません。

　　　ただし、住宅を建替え中（既存の住宅に代えて新たに住宅を建築中）の土

地で、一定の要件を満たすものについては、申告によりそのことが確認でき

た場合、住宅用地として取り扱います。

　　①　住宅用地の面積

　　　　課税標準の特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面

積（家屋の延べ床面積の１０倍の範囲内）に次の住宅用地の率を乗じて求

めます。

土地に対する負担軽減措置

家　　屋 居住部分の割合 住宅用地の率

専用住宅 全　　　　　部 １.０

併
用
住
宅

イ．地上５階建て以
上の耐火建築物で
あるもの

４分の１以上２分の１未満 ０.５

２分の１以上４分の３未満 ０.７５

４分の３以上 １.０

ロ．イ以外のもの
４分の１以上２分の１未満 ０.５

２分の１以上 １.０

※　「専用住宅」とは全部を居住の用に供する家屋をいい、「併用住宅」とは一

部を居住の用に供する家屋をいいます。
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　　②　小規模住宅用地とその他の住宅用地

　　　　住宅用地には、小規模住宅用地とその他の住宅用地の区分があり、その区

分に応じて課税標準の特例率が異なります。

　　　ア　小規模住宅用地

　　　　　住宅１戸につき２００㎡までの部分

　　　　　　課税標準額＝価格×１／６

　　　イ　その他の住宅用地

　　　　　小規模住宅用地以外の部分

　　　　　　課税標準額＝価格×１／３

　　　　例えば、一戸建て住宅の敷地で３００㎡の住宅用地であれば、２００㎡分

が小規模住宅用地、残りの１００㎡分がその他の住宅用地となります。ま

た、住宅戸数が５戸の共同住宅の敷地であれば、１,０００㎡までの部分が

小規模住宅用地となります。

　　③　被災住宅用地に対する課税標準の特例措置（災害にあった土地）

　　　　災害により住宅が滅失又は損壊した土地は、住宅が再建されていなくて

も、一定の要件を満たすものについては、申告によりそのことが確認でき

た場合、翌年度又は翌々年度（避難指示等が翌年以降に及ぶ場合は、災害

の発生した年度の翌年度から避難指示等の解除後３年度までの各年度。被

災市街地復興推進地域が定められた場合は、災害の発生した年度の翌年度

から４年度までの各年度。）に限り、住宅用地として取り扱います。

　　　　ただし、平成３０年７月豪雨により住宅が滅失又は損壊した土地は、平

成３１年度から令和４年度までが対象となります。

（２）　市街化区域農地に対する課税標準の特例措置

　　　市街化区域内に所在する農地（生産緑地地区内の農地は除きます。）につ

いては、税負担を軽減するための課税標準の特例措置が設けられています。

　　　　　　課税標準額＝価格×１／３
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　次に該当する土地を所有している人は、住宅用地に対する課税標準の特例措

置等に関連し、１月１日現在の土地の利用状況などを申告してください。

①　利用状況に変更があった土地

　　住宅の新築や取り壊し、住宅（全部又は一部）を店舗・事務所に用途変更、

店舗・事務所（全部又は一部）を住宅に用途変更など利用状況に変更があっ

た土地は、住宅用地の認定が変わります。

②　住宅を建替え中の土地

　　住宅を建替え中（既存の住宅に代えて新たに住宅を建築中）の土地で、一

定の要件を満たすものについては、住宅用地として取り扱います。

③　災害にあった土地

　　災害により住宅が滅失又は損壊した土地は、住宅が再建されていなくて

も、一定の要件を満たすものについては、一定の期間に限り、住宅用地とし

て取り扱います。

　【申告期限】①…その事由のあった年の翌年の１月３１日

　　　　　　　②…住宅を取り壊した年の翌年の１月３１日

　　　　　　　　　（住宅を取り壊した年の翌々年以降の年の１月１日にお

いて、引き続き住宅を建替え中の場合は、その年の１月

３１日までに再度申告書を提出していただく必要がありま

す。）

　　　　　　　③…災害にあった年の翌年又は翌々年（災害に伴う避難指示等

が行われた場合において、当該避難指示等の期間が翌年以

降に及ぶ場合は、災害の発生した年度の翌年から避難指示

等の解除後３年までの各年。被災市街地復興推進地域が定

められた場合は、災害の発生した年の翌年から４年までの

各年。）の１月３１日

　【申  告  先】土地が所在する区を担当する市税事務所土地係・税務室

　　　　　　　なお、申告書は、市税事務所土地係・税務室の窓口にあります。

また、広島市ホームページ（ページ番号２００５７２）からダウ

ンロードできます。

住宅用地に関する申告について
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（３）　土地に対する税負担の調整措置（負担調整措置）

　　　平成９年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりば

らつきのある負担水準を均衡化させることを重視した税負担の調整措置（負

担調整措置）が講じられています。

　　　この措置は、令和３年度の税制改正により、令和３年度から令和５年度ま

での間、継続されることとなりました。

　負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が今年度の価格に対してどの
程度まで達しているかを示すものであり、次の算式によって求められます。
　負担水準＝前年度の課税標準額※１÷今年度の価格※２

※１　前年の１月２日から今年の１月１日までの間に分筆、合筆、地目の変換
等があった土地は、当該土地に類似する土地に比準して求めた額となります。

※２　課税標準の特例の適用がある場合は、特例適用後の額となります。

　　　また、この措置により、税負担は段階的に上昇することとなります（商業

地等では、負担水準が０.６以上の場合、税負担は引き下げ又は据え置きとな

ります。）。具体的には、次のような仕組みとなっており、令和３年度と令和

４年度・令和５年度で異なります。

　　①　令和３年度

　　　　課税標準額は、次のア又はイのいずれか小さい方の額となります。

　　　ア　本来の課税標準額

　　　　　令和３年度価格

　　　　　ただし、前記（１）又は（２）の課税標準の特例措置の適用がある土地に

ついては、課税標準の特例措置を適用した後の額となります。

　　　イ　負担調整措置を適用した課税標準額

区　　分 令和３年度固定資産税課税標準額

商業地等注１

負担水準注２が０.７
を超える場合

令和３年度価格注３×０.７

負担水準注２が０.６
以上０.７以下

令和２年度固定資産税課税標準額注４を据え
置きます。

負担水準注２が０.６
未満の場合

令和２年度固定資産税課税標準額注４を据え
置きます。
（詳しくは、次の「新型コロナウイルス感
染症による負担調整措置」をご覧くださ
い。）

住宅用地　又は　農　　地

注１　事務所・店舗・工場の敷地、駐車場等
注２　負担水準＝前年度の課税標準額注４÷当該年度の価格注３

注３　課税標準の特例の適用がある場合は、特例適用後の額となります。
注４　令和２年１月２日から令和３年１月１日までの間に分筆、合筆、地目の

変換等があった土地は、当該土地に類似する土地に比準して求めた額とな
ります。
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　　②　令和４年度・令和５年度
　　　　課税標準額は、次のア又はイのいずれか小さい方の額となります。
　　　ア　本来の課税標準額
　　　　　当該年度の価格
　　　　　ただし、前記（１）又は（２）の課税標準の特例措置の適用がある土地に

ついては、課税標準の特例措置を適用した後の額となります。
　　　イ　負担調整措置を適用した課税標準額
　　　　●　商業地等注１

負担水準注２ 令和４年度（令和５年度）固定資産税課税標準額

０.７超 当該年度の価格注３×０.７

０.６以上０.７以下 前年度の課税標準額注４を据え置きます。

０.６未満

前年度の課税標準額注４＋当該年度の価格注３×５％注５

ただし、上記により計算した課税標準額が、
・当該年度の価格注３の６０％を上回る場合には、当該価格の６０％となります。
・当該年度の価格注３の２０％を下回る場合には、当該価格の２０％となります。

　　　　●　住宅用地

　　　　●　農地
　　　　　　前年度の課税標準額注４×負担調整率

負担水準注２ 負　担　調　整　率

０.９以上 １.０２５

０.８以上０.９未満 １.０５

０.７以上０.８未満 １.０７５

０.７未満 １.１

　ただし、勧告遊休農地（耕作されていない農地で、農業委員会からの農地中
間管理機構との協議勧告を受けたもの）には適用されません。

注１～注３は①に同じ。
注４　令和３年（令和４年）１月２日から令和４年（令和５年）１月１日まで

の間に分筆、合筆、地目の変換等があった土地は、当該土地に類似する土
地に比準して求めた額となります。

注５　令和４年度に限り、２.５％とする特別な負担調整措置が講じられていま
す。

令和４年度（令和５年度）固定資産税課税標準額

　前年度の課税標準額注４＋当該年度の価格注３×５％
　ただし、上記により計算した課税標準額が、当該年度の価格注３の２０％を下
回る場合には、当該価格の２０％となります。

　令和３年度の評価替えでは、多くの土地において価格が上昇しており、本来
であれば税負担が段階的に上昇するところですが、新型コロナウイルス感染症
により、社会経済活動や国民生活全般が大きく変化したことを踏まえ、令和３
年度に限っては、令和３年度の課税標準額を令和２年度の課税標準額に据え置
く特別な措置が講じられています。
　ただし、住宅用地の認定が変わった土地や分筆、合筆、地目の変換等があっ
た土地の場合は、令和３年度の課税標準額が令和２年度の課税標準額と異なっ
ていることがあります。

新型コロナウイルス感染症による負担調整措置
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（１）　新築住宅に対する軽減措置
　　　新築された住宅注１が次の要件を満たすときは、新築後一定期間、固定資

産税額が２分の１に軽減されます。
　　　なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。

家屋に対する負担軽減措置

居住割合 居住部分の割合が２分の１以上であること。

床 面 積 居住部分の床面積注２が５０㎡注３以上２８０㎡以下であること。

注２　マンションなどの居住部分の床面積は、「各戸の床面積＋廊下・階段等の共
用部分の床面積を各戸の床面積割合によってあん分した床面積」で判定します。

注３　アパートなどの共同貸家住宅は４０㎡。
　　②　軽減される範囲
　　　　専用住宅……１２０㎡までの部分に相当する税額
　　　　併用住宅……居住部分のうち１２０㎡までの部分に相当する税額
　　③　軽減される期間
　　　　一般の住宅……新築後３年度間
　　　　３階建て以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅……新築後５年度間

（２）　認定長期優良住宅に対する軽減措置
　　　「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日（平成２１年６月４

日）から令和６年３月３１日までの間に新築された認定長期優良住宅（同法
による認定を受けた長期優良住宅）が次の要件を満たすときは、新築後一定
期間、固定資産税額が２分の１に軽減されます。

　　　なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。
　　①　要件

居住割合 居住部分の割合が２分の１以上であること。

床 面 積 居住部分の床面積注１が５０㎡注２以上２８０㎡以下であること。

注１　マンションなどの居住部分の床面積は、「各戸の床面積＋廊下・階段等の共
用部分の床面積を各戸の床面積割合によってあん分した床面積」で判定します。

注２　アパートなどの共同貸家住宅は４０㎡。
　　②　軽減される範囲
　　　　専用住宅……１２０㎡までの部分に相当する税額
　　　　併用住宅……居住部分のうち１２０㎡までの部分に相当する税額
　　③　軽減される期間
　　　　一般の住宅……新築後５年度間
　　　　３階建て以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅……新築後７年度間
　　④　手続
　　　　新築された年の翌年の１月３１日までに、認定を受けて新築された住宅

であることを証する書類を添付した申告書の提出が必要です。
　　　　なお、この軽減措置は、上記（１）の新築住宅に対する軽減措置に代えて

適用されます。

注１　令和４年４月１日以後に新築された場合、都市再生特別措置法による勧告を
受けた事業者が、勧告に従わなかったことを公表され、勧告に従わないで新築
した住宅は対象となりません。

　　①　要件
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（３）　耐震改修を行った住宅に対する軽減措置

　　　耐震改修を行った住宅が次の要件を全て満たすときは、改修が完了した年

の翌年度分（通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、翌年度及び

翌々年度分）に限り、固定資産税額が２分の１に軽減されます。

　　　なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。

　　①　要件

　　　ア　昭和５７年１月１日以前に建築された住宅であること。

　　　イ　平成１８年１月１日から令和６年３月３１日までの間に完了した耐震改

修であること。

　　　ウ　現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。

　　　エ　耐震改修に要した費用が１戸当たり５０万円超であること。

　　②　軽減される範囲

　　　　専用住宅……１２０㎡までの部分に相当する税額

　　　　併用住宅……居住部分のうち１２０㎡までの部分に相当する税額

　　③　手続

　　　　耐震改修が完了した日から３か月以内に、現行の耐震基準に適合する改

修であることの証明書等を添付した申告書の提出が必要です。

　　※　平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に耐震改修を行った

一定の要件を満たす認定長期優良住宅については、改修が完了した年の翌

年度分に限り、固定資産税額が３分の１に軽減されます。

　　　　ただし、この住宅が通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、

改修が完了した年の翌年度分は固定資産税額が３分の１に、翌々年度分は

２分の１に軽減されます。

（４）　バリアフリー改修を行った住宅に対する軽減措置

　　　バリアフリー改修を行った住宅が次の要件を全て満たすときは、改修が完

了した年の翌年度分に限り、固定資産税額が３分の２に軽減されます。

　　　ただし、新築住宅や耐震改修を行った住宅などに対する軽減措置を受けて

いる場合、又は既にこの軽減措置を受けたことがある場合は対象となりませ

ん。

　　　なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。
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　　①　要件

　　　ア　新築された日から１０年以上を経過した住宅（居住部分が２分の１未

満の家屋及び賃貸住宅を除きます。）であること。

　　　イ　次のいずれかの人が居住していること。

　　　　ア　６５歳以上の人

　　　　イ　介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている人

　　　　ウ　障害のある人

　　　ウ　平成２８年４月１日から令和６年３月３１日までの間に、次のいずれか

のバリアフリー改修が行われたこと。

　　　　ア　通路又は出入口の拡幅

　　　　イ　階段の勾配の緩和

　　　　ウ　浴室の改良

　　　　エ　便所の改良

　　　　オ　手すりの取付け

　　　　カ　床の段差の解消

　　　　キ　出入口の戸の改良

　　　　ク　床表面の滑り止め化

　　　エ　バリアフリー改修に要した費用（補助金等を除く自己負担額）が

５０万円超であること。

　　　オ　改修後の住宅の床面積が５０㎡以上２８０㎡以下であること。

　　②　軽減される範囲

　　　　専用住宅……１００㎡までの部分に相当する税額

　　　　併用住宅……居住部分のうち１００㎡までの部分に相当する税額

　　③　手続

　　　　バリアフリー改修が完了した日から３か月以内に、改修内容などを確認

できる書類を添付した申告書の提出が必要です。

（５）　省エネ改修等を行った住宅に対する軽減措置

　　　省エネ改修等を行った住宅が次の要件を全て満たすときは、改修等が完了

した年の翌年度分に限り、固定資産税額が３分の２に軽減されます。

　　　ただし、新築住宅や耐震改修を行った住宅などに対する軽減措置を受けて

いる場合、又は既にこの軽減措置を受けたことがある場合は対象となりませ

ん。

　　　なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。
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　　①　要件
　　　ア　平成２６年４月１日以前に建築された住宅（居住部分が２分の１未満

の家屋及び賃貸住宅を除きます。）であること。注１

　　　イ　令和６年３月３１日までに、次のアを含む工事が行われたこと。
　　　　ア　窓の断熱改修
　　　　イ　床の断熱改修
　　　　ウ　天井の断熱改修
　　　　エ　壁の断熱改修
　　　　オ　太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用シ

ステムの設置
　　　ウ　省エネ改修等に要した費用（補助金等を除く自己負担額）が次のいず

れかであること。注２

　　　　ア　イのアからエまでの工事費用が６０万円を超えるもの
　　　　イ　イのアからエまでの工事費用が５０万円を超え、イのオの工事費用

と合わせて６０万円を超えるもの
　　　エ　改修等が完了した後の住宅の床面積が５０㎡以上２８０㎡以下であるこ

と。

（６）　耐震改修を行った既存家屋に対する軽減措置
　　　耐震改修を行った既存家屋が次の要件を全て満たすときは、改修完了後２

年度分の固定資産税額が２分の１に軽減されます（ただし、１年度分当たり
の軽減額は改修費用の２.５％が限度となります。）。

　　　なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。
　　①　要件
　　　ア　建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断を義務付けら

れ、その結果が所管行政庁に報告された家屋であること。
　　　イ　政府の補助を受けて、平成２６年４月１日から令和５年３月３１日まで

の間に耐震改修が行われたこと。
　　　ウ　現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。

　　②　軽減される範囲
　　　　専用住宅……１２０㎡までの部分に相当する税額
　　　　併用住宅……居住部分のうち１２０㎡までの部分に相当する税額
　　③　手続
　　　　省エネ改修等が完了した日から３か月以内に、省エネ改修等が行われた

ことを証する書類等を添付した申告書の提出が必要です。
　　※　平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に省エネ改修等を

行った一定の要件を満たす認定長期優良住宅については、改修等が完了し
た年の翌年度分に限り、固定資産税額が３分の１に軽減されます。

注１　令和４年３月３１日までに省エネ改修等が完了した場合は、平成２０年１月
１日以前に建築された住宅（居住部分が２分の１未満の家屋及び賃貸住宅を除
きます。）であること。

注２　令和４年３月３１日までに省エネ改修等の契約を締結した場合は、イのア
からエまでの工事費用が５０万円を超えるものであること。
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　　②　軽減される範囲

　　　　対象となる家屋の住宅部分のうち１２０㎡を超える部分及び非住宅部分

が対象となります。

　　※　住宅部分のうち１２０㎡までの部分においても、一定の要件を満たして

いる場合は、耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額を受けるこ

とができます。

　　③　手続

　　　　耐震改修が完了した日から３か月以内に、現行の耐震基準に適合する改

修であることの証明書等を添付した申告書の提出が必要です。

　地方税法に規定する一定の要件を満たす固定資産（社会福祉法人や医療法人な

どが経営する老人デイサービスセンター、学校法人などが設置する学校等）につ

いては、固定資産税・都市計画税が非課税になります。この非課税の適用を受け

ようとする場合は、申告書等を提出してください。

　また、非課税の適用を受けていた固定資産が、非課税の要件を満たさなくなっ

た場合についても申告が必要です。

非課税の申告
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都 市 計 画 税

　都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるため、市の区
域のうち市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課されるものです。
　広島市では、都市計画事業のうちの下水道整備事業、街路事業や土地区画整理
事業等に係る費用に充てています。

　毎年１月１日現在、市街化区域内に土地・家屋を所有する人

税金を納める人

　固定資産税の価格が、原則として都市計画税の課税標準額となります。ただ
し、固定資産税と同様、課税標準の特例措置などの適用がある場合は、特例措置
などを適用した後の額が課税標準額となります。

課税標準

税額の算出方法・税率

課税標準額×税率（０.３％）＝税額

　都市計画税は、固定資産税とあわせて納めてください。

納税の方法

　固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課されません。

免 税 点

（１）　住宅用地に対する課税標準の特例措置
　　　住宅用地（居住の用に供する家屋の敷地）については、固定資産税と同様

の課税標準の特例措置が設けられています（３２・３３ページ参照）。
　　　ただし、課税標準の特例率が、次のとおり固定資産税とは異なっています。
　　①　小規模住宅用地（住宅１戸につき２００㎡までの部分）
　　　　　課税標準額＝価格×１／３

　　②　その他の住宅用地（小規模住宅用地以外の部分）
　　　　　課税標準額＝価格×２／３

（２）　市街化区域農地に対する課税標準の特例措置
　　　市街化区域内に所在する農地（生産緑地地区内の農地は除きます。）につ

いては、固定資産税と同様の課税標準の特例措置が設けられています（３３
ページ参照）。ただし、課税標準の特例率が、次のとおり固定資産税とは異なっ
ています。

　　　　　課税標準額＝価格×２／３

（３）　土地に対する税負担の調整措置（負担調整措置）
　　　固定資産税と同様の負担調整措置が設けられています（３５・３６ページ参照）。

土地に対する負担軽減措置

　なお、家屋については、固定資産税と異なり、新築住宅に対する軽減措置等（３７
～４１ページ参照）はありません。
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固定資産税・都市計画税Ｑ＆Ａ

Ｑ　私は令和３年１２月に土地を売却し、令和４年２月に所有権移転登記を済ませ

ましたが、その土地の令和４年度の固定資産税・都市計画税は私に課されていま

す。その土地の所有権は既に買主に移転しているので、その土地の令和４年度の固

定資産税・都市計画税は買主に課されるのではないでしょうか。

Ａ　土地の固定資産税・都市計画税は、毎年１月１日現在の登記簿に所有者として登

記されている人などに対して課されることになっています。したがって、あなたの

場合、土地を売却されていても、その土地の令和４年１月１日現在の登記簿に所有

者として登記されているのはあなたですから、令和４年度の固定資産税・都市計画

税はあなたに課されることになります。

Ｑ　私は平成３０年９月に木造住宅を新築しましたが、木造住宅の固定資産税額が令

和４年度から急に高くなっています。なぜでしょうか。

Ａ　新築の木造住宅が一定の要件に該当するときは、新たに固定資産税が課されるこ

ととなった年度から３年度間に限り、１２０㎡までの部分の税額が２分の１に減額

されることになります。したがって、あなたの場合、木造住宅の固定資産税につい

ては、平成３１年度、令和２年度及び令和３年度は１２０㎡までの部分の税額が２分

の１に減額されていましたが、この減額が令和４年度にはなくなったため、固定資

産税額が高くなったものです。
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令和４年度の固定資産税・都市計画税の計算例

○　固定資産の内訳

【土地】面　積　２００㎡（全てが小規模住宅用地）

【家屋】床面積　１００㎡（平成２０年建築、木造専用住宅）

居住用建物
床面積
１００㎡







小規模住宅用地２００㎡

区　　　分 土　　地 家　　屋

令和４年度価格 １８,０００,０００円 ４,４００,０００円

令
和
３
年
度

価　　　格 １８,０００,０００円 ４,４００,０００円

課税標準額
固定資産税 ２,７３７,０００円 ４,４００,０００円

都市計画税 ５,４７４,０００円 ４,４００,０００円

令
和
２
年
度

価　　　格 １６,４２２,０００円 ４,８５０,０００円

課税標準額
固定資産税 ２,７３７,０００円 ４,８５０,０００円

都市計画税 ５,４７４,０００円 ４,８５０,０００円

平
成
３１
年
度

価　　　格 １６,４２２,０００円 ４,８５０,０００円

課税標準額
固定資産税 ２,７３７,０００円 ４,８５０,０００円

都市計画税 ５,４７４,０００円 ４,８５０,０００円

○　土地の税額の計算

　１　固定資産税相当額

　　①　本来の課税標準額

 令和４年度価格 住宅用地特例率

１８,０００,０００円　　×　　１／６　　＝　　３,０００,０００円

　　②　負担調整措置を適用した課税標準額

　　③　令和４年度課税標準額

　　　　①３,０００,０００円と②２,８８７,０００円を比較し②２,８８７,０００円の

方が小さいことから、令和４年度課税標準額は、②２,８８７,０００円と

なります。

　　④　令和４年度固定資産税相当額

令和４年度課税標準額 税率 令和４年度税相当額

 ２,８８７,０００円　　×　　１.４％　　＝　　４０,４１８円

令和３年度課税標準額 令和４年度価格 住宅用地特例率

２,７３７,０００円　＋　１８,０００,０００円　×　１／６　×　５％　＝　２,８８７,０００円
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　２　都市計画税相当額

　　①　本来の課税標準額

 令和４年度価格 住宅用地特例率

１８,０００,０００円　　×　　１／３　　＝　　６,０００,０００円

　　②　負担調整措置を適用した課税標準額

　　③　令和４年度課税標準額

　　　　①６,０００,０００円と②５,７７４,０００円を比較し②５,７７４,０００円の

方が小さいことから、令和４年度課税標準額は、②５,７７４,０００円と

なります。

　　④　令和４年度都市計画税相当額

令和４年度課税標準額 税率 令和４年度税相当額

 ５,７７４,０００円　　×　　０.３％　　＝　　１７,３２２円

○　家屋の税額の計算

　１　固定資産税相当額

令和４年度課税標準額 税率 令和４年度税相当額

 ４,４００,０００円　　×　　１.４％　　＝　　６１,６００円

　２　都市計画税相当額

令和４年度課税標準額 税率 令和４年度税相当額

 ４,４００,０００円　　×　　０.３％　　＝　　１３,２００円

○　平成３１年度から令和４年度までの税相当額の比較

区　　　分 平成３１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

土
　
地

固定資産税相当額 ３８,３１８円 ３８,３１８円 ３８,３１８円 ４０,４１８円 （５.５％）

都市計画税相当額 １６,４２２円 １６,４２２円 １６,４２２円 １７,３２２円 （５.５％）

家
　
屋

固定資産税相当額 ６７,９００円 ６７,９００円 ６１,６００円 ６１,６００円 （０.０％）

都市計画税相当額 １４,５５０円 １４,５５０円 １３,２００円 １３,２００円 （０.０％）

合　　　計 １３７,１９０円 １３７,１９０円 １２９,５４０円 １３２,５４０円 （２.３％）

（　）内は前年度に対する税相当額の増減率 

令和３年度課税標準額 令和４年度価格 住宅用地特例率

５,４７４,０００円　＋　１８,０００,０００円　×　１／３　×　５％　＝　５,７７４,０００円
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軽 自 動 車 税

　軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び２輪の小型自

動車（これらを総称して「軽自動車等」といいます。）の所有者に対して課され

るもので、「環境性能割」と「種別割」の２つで構成されています。

　新車・中古車を問わず３輪以上の軽自動車（取得価額が５０万円を超えるもの）

の取得者に対して取得時に１回のみ課税されます（所有権留保付割賦販売の場合

は、買主を取得者とみなします。）。

環境性能割を納める人

　取得価額を課税標準として、軽自動車の環境性能に応じ、次のとおり課税され

ます。

環境性能割の税率

《環境性能割》

乗用

種　　　　　　　　別
税　　率

自家用 営業用

３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

電 気 軽 自 動 車 等 注１ 非課税 非課税

ガソリン車・
ハイブリッド車

注２

令和１２年度
燃費基準

７５％達成車注３ 非課税 非課税

６０％達成車注３ １％ ０.５％

５５％達成車 ２％ １％

上記要件に該当しない車両 ２％ ２％
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貨物用

種　　　　　　　　別
税　　率

自家用 営業用

３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

電 気 軽 自 動 車 等 注１ 非課税 非課税

ガソリン車・
ハイブリッド車

注２

平成２７年度
燃費基準

＋２５％達成車 非課税 非課税

＋２０％達成車 １％ ０.５％

＋１５％達成車 ２％ １％

上記要件に該当しない車両 ２％ ２％

注１　電気軽自動車、天然ガス軽自動車（平成２１年排出ガス基準１０％低減又は
平成３０年排出ガス基準達成車に限る。）をいいます。

注２　平成１７年排出ガス基準７５％低減達成車又は平成３０年排出ガス基準
５０％低減達成車に限ります。

注３　令和２年度燃費基準達成車に限ります。

　軽自動車を取得した時に申告納付してください。

　なお、環境性能割の申告の受付、賦課徴収は当分の間、自動車税の環境性能割

と同様に広島県が行います。

　お問合せ先は次のとおりです。

環境性能割の申告及び納税の方法

事務所名 電話番号 所　在　地

広島県
軽自動車協会

（０８２）
５３２-５５０７

〒７３３-００３６
広島市西区観音新町四丁目１３-１３-３
　　　（中国運輸局広島運輸支局内）
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　次の軽自動車に係る環境性能割については、申請により減免します。
　なお、減免の申請については、４７ページのお問合せ先にお問い合わせください。
１　次の（１）～（４）に掲げる軽自動車（自動車税・軽自動車税を通じて１台に限
ります。）

　（１）　身体障害者又は精神障害者注が取得する軽自動車で、専らその本人が運
転するもの

　（２）　身体障害者又は精神障害者の家族が取得する軽自動車で、専ら身体障害
者又は精神障害者の生業（仕事）、通学又は通院等のために、身体障害者
又は精神障害者が運転するもの

　（３）　身体障害者又は精神障害者が取得する軽自動車（その家族が取得するも
のも含みます。）で、専ら本人の生業（仕事）、通学又は通院等のために、
その家族が運転するもの

　（４）　身体障害者又は精神障害者が取得する軽自動車（その家族が取得するも
のも含みます。）で、専ら身体障害者又は精神障害者の生業（仕事）、通学
又は通院等のために、その常時介護者が運転するもの（身体障害者又は精
神障害者の含まれる世帯の全員が身体障害者又は精神障害者である場合に
限ります。）

２　構造上、身体障害者又は高齢者等の利用に専ら供するための軽自動車

身体障害者などに対する環境性能割の減免

　注　身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの交付を受けて
いる人で、一定の障害の程度に該当する人をいいます。

　毎年４月１日現在、主たる定置場が広島市内にある軽自動車等の所有者（所有
権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。）です。したがって、
４月２日以降に廃車などをされても、その年度分の税金は全額納めていただくこ
とになります。

種別割を納める人

種別割の税率

《種別割》

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽２輪等

種　　　　　　別 税率（年税額）

原 動 機 付
自 転 車

５０㏄以下または０.６以下
（屋根付３輪を含み、ミニカー注１を除く）

２,０００円

２輪（５０㏄超９０㏄以下または０.６超０.８以下） ２,０００円
２輪（９０㏄超１２５㏄以下または０.８超１.０以下） ２,４００円
３輪以上（ミニカー）注１

（２０㏄超５０㏄以下または０.２５超０.６以下）
３,７００円

２ 輪 の
軽自動車等

２輪（１２５㏄超２５０㏄以下） ３,６００円
もっぱら雪上を走行するもの ３,６００円

小 型 特 殊
自 動 車

農耕作業用注２（農耕トラクタ等） ２,４００円
その他（フォーク・リフト等） ５,０００円

２輪の小型自動車（２５０㏄超） ６,０００円

注１　「車室（側面が構造上解放されているものを除く。）を備えているもの」又は「輪距が０. ５ｍを
超えているもの」が対象になります。

注２　乗用装置を有しているものが対象になります。
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３輪、４輪以上の軽自動車

種別

税率（年税額）

最初の検査注１

が平成２１年３
月以前の車両注２

重課税率

最初の検査注１

が平成２７年３
月以前の車両
重課税率の
車両を除く




標準税率

（旧税率）

最初の検査注１

が平成２７年４
月以後の車両
軽課税率の
車両を除く




標準税率

（新税率）

最初の検査注１が令和３年４月から令和４年３月
までの一定の環境性能を有する車両

軽課税率

電気軽自動車・天
然ガス軽自動車
（平成２１年排出
ガス基準１０％低
減達成車又は平成
３０年排出ガス基
準達成車）

ガソリン車・
ハイブリッド車注３

令和１２年度燃費
基準９０％達成車
かつ令和２年度燃
費基準達成車

令和１２年度燃費
基準７０％達成車
かつ令和２年度燃
費基準達成車

３輪の軽自動車 ４,６００円 ３,１００円 ３,９００円 １,０００円
注４

２,０００円
　

注４

３,０００円
　

４
輪
以
上
の
軽
自
動
車

乗
　
用

営
業
用

８,２００円 ５,５００円 ６,９００円 １,８００円 ３,５００円 ５,２００円

自
家
用

１２,９００円 ７,２００円 １０,８００円 ２,７００円

貨
物
用

営
業
用

４,５００円 ３,０００円 ３,８００円 １,０００円

自
家
用

６,０００円 ４,０００円 ５,０００円 １,３００円

　次の車両は、来年度（令和５年度）から種別割の税率が変わります。

１　今年度（令和４年度）軽課税率の対象になる車両は、来年度から標準税率（新税率）
になります。

２　最初の検査が平成２１年４月から平成２２年３月までの車両注２は、今年度は標準
税率（旧税率）ですが、来年度から重課税率になります。

注１　最初の検査とは、車両番号の指定を初めて受けた検査であり、その年月は自動車検査証の「初
度検査年月」欄に記載されています。

注２　電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリ
ンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は除きます。

注３　平成１７年排出ガス基準７５％低減達成車又は平成３０年排出ガス基準５０％低減達成車に限りま
す。

注４　営業用の乗用のものに限ります。



５０－　　－

　軽自動車等を取得した人や広島市内に他市町村から主たる定置場を移した人は

１５日以内に、また廃車した人や広島市内から他市町村へ主たる定置場を移した

人は３０日以内に、次の区分により申告書等を提出してください。

申　　告

種　別 申告書類の提出先 必 要 な も の

原動機付自転車
（１２５㏄以下又
は１.０以下）

小型特殊自動車

取 得 時
販売店から
購入したとき







最寄りの市税事
務所管理係・税
務室

①申告（報告）書兼標識交付申請書注１

②住所の確認できるもの（運転免許証など）注２

③販売証明書兼防犯登録票

廃 車 時
廃棄、譲渡、市外
へ主たる定置場
を移したとき







最寄りの市税事
務所管理係・税
務室・区役所出
張所

④廃車申告書兼標識返納書注１

⑤標識（ナンバープレート）

名 義
変 更 時
他人から譲
り受けたと
き





 最寄りの市税事

務所管理係・税
務室

旧所有者が
廃車してい
ない場合

《市内標識の場合》
上記の①（譲渡証明書を添付）から
⑤

《市外標識の場合》
上記の①（譲渡証明書を添付）から
⑤に加え、旧所有者の所有を明らか
にする書類（旧所有者の販売証明書、
防犯登録票など）

廃車済の場
合

上記の①（譲渡証明書を添付）から
③に加え、旧所有者の廃車申告受付
書

市内に主た
る定置場を
移した時

旧住所地で
廃車してい
ない場合

上記の①から⑤

廃車済の場
合

上記の①から③に加え、廃車申告受
付書

２輪の軽自動車
（１２５㏄超
２５０㏄以下）

中国運輸局広島運輸支局
（広島市西区観音新町四丁目13-13-2）

申告書の提出と軽自動車届出済証等に関する手続が必要です。
中国運輸局広島運輸支局へお問い合わせください注３。
電話（０５０）５５４０-２０６８（自動音声案内）

２輪の小型自動車
（２５０㏄超）

中国運輸局広島運輸支局
（広島市西区観音新町四丁目13-13-2）

申告書の提出と自動車検査証等に関する手続が必要です。
中国運輸局広島運輸支局へお問い合わせください注３。
電話（０５０）５５４０-２０６８（自動音声案内）

３輪又は４輪以
上の軽自動車

軽 自 動 車 検 査 協 会
広 島 主 管 事 務 所
（広島市西区観音新町四丁目13-13-4）

申告書の提出と自動車検査証等に関する手続が必要です。
軽自動車検査協会広島主管事務所へお問い合わせください注３。
電話（０５０）３８１６-３０８０（自動音声案内）

注１　申告書には、住所、氏名、軽自動車等の型式・車台番号等を記入してください（申告書は、市
税事務所管理係・税務室の窓口にあります。）。

注２　広島市に住民登録がある人で、住民票による住所確認を希望する場合は、「②住所の確認でき
るもの」の提出は不要です。

注３　軽自動車税種別割に関する申告については、中央市税事務所軽自動車税係にお問い合わせくだ
さい。
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　５月３１日までに、納付書又は口座振替によって、年税額を納めてください。

種別割の納税の方法

　次の軽自動車等に係る種別割については、申請により減免します。申請の期限

は、納税通知書に記載の納期限までです。

１　次の（１）～（３）に掲げる軽自動車等（自動車税・軽自動車税を通じて１台に

限ります。）

　（１）　身体障害者又は精神障害者注１が所有する軽自動車等（重度の身体障害

者又は精神障害者の家族が所有するものを含みます。）で、専ら本人が運

転するもの

　（２）　重度の身体障害者又は精神障害者が所有する軽自動車等（その家族が所

有するものも含みます。）で、専らその人の生業（仕事）、通学又は通院等

のために、その家族が運転するもの

　（３）　重度の身体障害者又は精神障害者が所有する軽自動車等で、専ら本人の

生業（仕事）、通学又は通院等のために、その常時介護者が運転するもの

（その人の含まれる世帯の全員が重度の身体障害者又は精神障害者である

場合に限ります。）

２　構造上、身体障害者又は精神障害者の利用に専ら供するための軽自動車等

身体障害者などに対する種別割の減免

注１　身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの交付を受けて

いる人で、一定の障害の程度に該当する人をいいます。

　車両番号標の交付を受けたものであっても、次の要件を満たす軽自動車及び２

輪の小型自動車に係る種別割については、申請により課税免除します。

　（１）　４月１日において、販売業者が販売を目的として所有し、かつ、試乗注２

又は運搬以外の目的で使用したことのない軽自動車等であること（軽自動

車等の用途が社用車・リース車・営業車・代用車等の事業用でないこと。）。

　（２）　４月１日において、自動車検査証又は軽自動車届出済証に記載された所

有者及び使用者の氏名又は名称が、課税免除を受けようとする販売業者の

氏名又は名称と同一である軽自動車等であること。

商品であって使用しない軽自動車等に係る種別割の課税免除

注２　試乗とは、軽自動車等を購入するかどうかを判断するため、乗り心地や走

り具合を確認する目的で、その車両を短時間使用することをいいます。同種

の他の車両の販売等を目的として所有する試乗用の車両で、その車両自体は

販売の目的となっていない場合は、課税免除の対象外です。



５２－　　－

市 た ば こ 税

　市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者が、

市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。

　日本たばこ産業株式会社、特定販売業者、卸売販売業者

税金を納める人

　売渡し本数１,０００本につき６,５５２円

税　　率

　毎月の税額を翌月末日までに市役所市民税課特別徴収係に申告納付してください。

納税の方法

特 別 土 地 保 有 税

　特別土地保有税は、土地の投機を抑制し地価の安定を図るとともに、宅地の供

給を促進することを目的とした税で、一定規模以上の土地の所有又は取得に対し

て課されるものです。

　ただし、平成１５年度からは、新規の課税がなくなりました。

　平成３０年度税制改正により、加熱式たばこの紙巻きたばこへの換算方法の見

直しが行われ、平成３０年１０月１日から令和４年１０月１日までにかけて、段階

的に移行することとされました。

　※令和４年１０月１日以降、換算式は次のとおりです。

加熱式たばこの課税

加熱式たばこ１箱
の紙巻きたばこの
本数への換算値

＝
加熱式たばこ１箱当たり
の葉たばこ・溶液の重量 ×０．５＋

加熱式たばこ１箱
当たりの小売価格 ×０．５

０．４ｇ 約２０円

葉たばこ・溶液の重量で紙巻
たばこ何本分に相当するか


価格面で紙巻たばこ
何本分に相当するか
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入 湯 税

　入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防活動に必要な施設の

整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場（温泉利用施設）に

おける入湯に対して課されるものです。

　広島市では、観光の振興に要する費用

に充てています。

　鉱泉浴場に入湯する入湯客

税金を納める人

　次の人には、入湯税が課されません。

　（１）　１２歳未満の人

　（２）　共同浴場に入湯する人又は一般公衆浴場に統制額の料金注で入湯する人

　（３）　修学旅行などの学校教育上の行事で入湯する人

　（４）　原子爆弾被爆者の利用に供されることを主たる目的として設置された保

養施設に入湯する原子爆弾被爆者

　（５）　「お風呂の日」を設けている公衆浴場に、同日減額後の料金又は無料で

入湯する原子爆弾被爆者

　（６）　医療、介護又は福祉に係る事業施設において入湯する人

　　注　「統制額の料金」とは、物価統制令に基づき広島県知事が統制額を定め

た一般公衆浴場の入浴料金をいいます。

　　　　なお、一般公衆浴場の入浴料金の統制額は、次のとおりです。

　　　○　大人（１２歳以上）　　　　　　４５０円

　　　○　中人（６歳以上１２歳未満）　　２００円

　　　○　小人（６歳未満）　　　　　　　１００円

入湯税が課されない人

　一の鉱泉浴場における入湯に対して、

○　宿泊する場合　１人１日（１泊）につき　　１５０円

○　日帰りの場合　１人１日につき　　　　　　　５０円

入湯税の税率

　鉱泉浴場の経営者が鉱泉浴場に入湯する入湯客から入湯税を徴収（これを特別

徴収といいます。）し、毎月の税額を翌月１５日までに市役所市民税課法人課税係

に申告納入してください。

※　各市税事務所・税務室でも受け付けます。

納税の方法
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事 業 所 税

　事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業の費用に充てるため、市内

に所在する事業所等が行う事業に対して課されるものです。

　広島市では、都市計画事業のうちの下水道整備事業、街路事業や道路橋りょう

整備に係る費用に充てています。

税金を納める人 事業所等（事務所、店舗、工場など）で事業を行う法人又は個人

課 税 標 準

資 産 割
法 人 事業年度の末日現在における事業所床面積

個 人 前年の１２月３１日現在における事業所床面積

従業者割
法 人 事業年度中に支払われた従業者給与総額

個 人 前年中に支払われた従業者給与総額

税　　　　率
資 産 割 事業所床面積１㎡につき６００円

従業者割 従業者給与総額の０.２５％

免 税 点
資 産 割 事業所床面積１,０００㎡以下

従業者割 従業者数１００人以下

納税の方法 税金を納める人が課税標準や税額を計算して申告納付

申告納付期限
法 人 事業年度終了の日から２か月以内

個 人 ３月１５日まで

申 告 先
市役所市民税課法人課税係
※　各市税事務所・税務室でも受け付けます。

※　事業所床面積は、市内全ての事業所等の床面積の合計となります。また、従

業者給与総額は、市内全ての事業所の従業者（役員を含み、年齢６５歳以上の

者及び一定の障害者を除きます。）に支払われる給与等の合計となります。
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●　非課税

　　国・公共法人、公益法人等が収益事業以外の事業の用に供する施設、公共性

が高く都市機能上必要とされる施設、農林漁業・中小企業・福利厚生・防災関

係施設などで一定のものは、非課税とされています。

●　課税標準の特例

　　協同組合等が本来の事業の用に供する施設、倉庫業者が本来の事業の用に供

する倉庫などで一定のものは、課税標準の特例により税負担が軽減されます。

非課税・課税標準の特例

●　事業所税額がない場合の申告

　　次のいずれかに該当するときは、納付すべき事業所税額がない場合でも申告

期限までに申告書を提出してください。

　（１）　前事業年度又は前年に税額があった場合

　（２）　事業所床面積が８００㎡を超える場合

　（３）　従業者数が８０人を超える場合

●　事業所用家屋の貸付けの申告

　　事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている場合は、新たに貸付

けを行った日の属する月の翌月末日までに、事業所用家屋の貸付けに関する申

告書を提出してください。また、その申告内容に異動があった場合には、その

異動が生じた日の属する月の翌月末日までに、異動に関する申告書を提出して

ください。

その他の申告義務

　「事業所税の手引」を作成しています。

　必要な人は、市役所市民税課法人課税係までご連絡ください。広島市ホー

ムページ（ページ番号１９３８）にも掲載しています。

　市役所市民税課法人課税係　０８２－５０４－２０９３

　※　事業所税の申告については、書面による申告のほか、「eLTAX（エルタック

ス）」（インターネットによる電子申告）を利用して提出することもできます。

　　　詳しい内容については、５６ページをご覧ください。
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電子申告及び電子納付

　広島市では、「eLTAX（エルタックス）」（地方税ポータルシステム）を利用して、
インターネットによる申告等を行うことができます。
●　申告できる税目と手続

税　目
手　　　　　　続

担当窓口
申　　　　告 申請・届出

個人市民税
・県民税

（特別徴収）

・給与支払報告注１

・給与支払報告・特別徴収に係る給与
所得者異動届出

・普通徴収から特別徴収への切替申請
・退職所得に係る納入申告及び特別徴
収票又は特別徴収税額納入内訳届出

・公的年金等支払報告　など

・特別徴収義務者の所
在地・名称変更届出

市役所
市民税課特別徴収係

法人市民税
・中間申告
・確定申告
・修正申告　など注２

・法人設立・設置届
・異動届・更正請求

市役所
市民税課法人課税係

固定資産税
（償却資産） ・固定資産税（償却資産）の申告  市役所

固定資産税課償却資産係

事業所税
・資産割、従業者割の申告
・免税点以下の申告
・事業所用家屋の貸付申告

・事業所等新設、廃止
申告

市役所
市民税課法人課税係

注１　電子申告で行われた給与支払報告に係る税額通知の内容は、電子データでも送信します（税額通知の
受取方法に書面（正本）を選択されている場合は、電子データでの送信はしておりません。）。

注２　大法人の電子申告義務化については、２８ページをご覧ください。

①eLTAXホームページより利用届出注１

④利用者ソフトウェアのダウンロード

③審査

⑥配信

⑧入金

②利用者ID、仮暗証番号のお知らせ注２

　（市販のeLTAX対応の税務会計ソフトでも利用可）

納
税
者
等（
利
用
者
）

ポ
ー
タ
ル
セ
ン
タ

広

島

市

⑤電子申告注１（送信・受信通知）

⑦電子納付注３

注１　利用者の電子署名が必要です。
　　　ただし、税理士等に申告書の送信を依頼している納税者については、電子署名を省略することがで

きます（この場合、税理士等の電子署名は必要です。）。
注２　利用届出（新規）の手続が完了した際に表示される「送信結果」の画面で、利用者IDと仮暗証番号

をお知らせします。「受付状況の照会」の画面でも確認できます。
注３　電子納付を利用できるのは、利用者ID・暗証番号をお持ちで、eLTAX対応ソフトを取得されている方です。

●　電子納付できる税目
　　法人市民税、事業所税、個人市民税・県民税（特別徴収分、退職所得分）
●　手続の流れ

●　eLTAXについて
　　詳しい内容や手続等については、eLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.

go.jp/）をご覧ください。
　・利用可能時間　８：３０～２４：００（土日祝・年末年始（１２/２９～１/３）を除く）

　・電　　　　話　０５７０－０
ハイシンコク

８１４５９
　　　　　　　　　上記の電話番号でつながらない場合：０３－５５２１－００１９
　・電子メール　eLTAXホームページの「お問い合わせフォーム」から、お

問い合わせください。
●　市役所へのお問合せ先（電話）
　　市 民 税 課　特別徴収係（個人市民税）　　　　　 ０８２－５０４－２０８９
　　　　　　　　　法人課税係（法人市民税・事業所税）　０８２－５０４－２０９３
　　固定資産税課　償却資産係（固定資産税）　　　　　 ０８２－５０４－２１２７
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市税に関する手続におけるマイナンバーの取扱い

●　マイナンバー制度

　　平成２８年１月１日から、順次、市税に関する手続においてマイナンバーの

利用が始まっています。

　　原則として、個人番号や法人番号の記入欄が設けられた市税に係る申請書・

申告書等を提出する際には、個人番号や法人番号を記入していただくことにな

ります。

●　番号法に基づく本人確認

　　個人番号を記入した申請書・申告書等を提出する際は、以下のとおり番号法

に基づく本人確認を行いますので、個人番号カード等の提示をお願いすること

になります（個人住民税の特別徴収義務者等については、従業員から個人番号

の提供を受ける場合等も同様の本人確認が必要となります。）。

　（１）　本人が提出する場合

　　　　「番号確認」と「身元確認」が必要となります。

（例）・個人番号カード（番号確認及び身元確認）

　　　・個人番号が記載された住民票の写し（番号確認）＋ 運転免許証（身元確認）

　（２）　代理人が提出する場合

　　　　「代理権の確認」と「代理人の身元確認」と「本人の番号確認」が必要

となります。

（例１）法定代理人（未成年者の親権者や成年後見人等）の場合

　・戸籍謄本（代理権の確認）＋運転免許証（代理人の身元確認）＋個人番号カード（本人の番号確認）

　・（成年後見人等の）資格を証明する書類（代理権の確認）＋旅券（代理人の身元確認）

＋本人の個人番号が記載された住民票の写し（本人の番号確認）

（例２）任意代理人の場合

　・委任状（代理権の確認）＋運転免許証（代理人の身元確認）＋個人番号カード（本人の番号確認）
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５ 市税の納付など

市 税 の 納 期

月税目 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３

個
人
県
民
税

個
人
市
民
税

普通徴収 １期 ２期 ３期 ４期 税額が５千５百円
以下は１期　　　

給与からの
特別徴収 翌月１０日まで

公的年金から
の特別徴収 年金給付月の翌月１０日まで注

法 人 市 民 税 事業年度終了の日から２か月以内

固定資産税・都市計画税 １期 ２期 ３期 ４期 （税額が４千円未満は１期）

軽自動車税（種別割） 全額

市 た ば こ 税 翌月末まで

入 湯 税 翌月１５日まで

事
業
所
税

個 人 翌年３月１５日まで

法 人 事業年度終了の日から２か月以内

注　特別徴収開始年度においては、その年の１０月までの間、普通徴収により納めていただきます。
※　納期限が、祝日、休日、土曜日、日曜日又は１２月２９日から１月３日までの日に当たる場合

には、これらの日の翌日が納期限となります。

市税の納付場所（令和４年４月１日現在）

１　金融機関

　（１）　全店舗

銀 行
広島、伊予、愛媛、西京、山陰合同、四国、中国、鳥取、
西日本シティ、百十四、みずほ、三井住友、三菱UFJ、
もみじ、山口、ゆうちょ（郵便局を含む。）注、りそな

信 託 銀 行 みずほ、三井住友、三菱UFJ

信 用 金 庫 呉、広島

信 用 組 合 広島県、広島市、広島商銀

農業協同組合 安芸、広島市

そ の 他 中国労働金庫、広島県信用漁業協同組合連合会

注　中国５県（広島、岡山、山口、島根、鳥取）外のゆうちょ銀行（郵便局を含む。）で市
税を納める場合は、専用の納付書（中国５県外にお住まいの人には、納税通知書に同封し
ています。）が必要になります。
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　（２）　広島県内の店舗

銀 行 福岡

信 用 組 合 朝銀西

２　コンビニエンスストア等

セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ポプラ、デイリーヤ
マザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、
ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、MMK（マル
チメディアキオスク）端末設置店（ただし、無人端末機を除く。）、ス 
リーエイト、生活彩家、くらしハウス、セイコーマート、ハマナスクラ
ブ

※　以下の納付書については、コンビニエンスストア等では納付できません。
　（１）　バーコード印字がない。
　（２）　バーコードが読み取れない。
　（３）　金額が３０万円を超えている。
　（４）　金額を訂正している。
　（５）　取扱有効期限を過ぎている。
※　納付される日によっては、延滞金を加算して納付しなければならない場合があります

が、コンビニエンスストア等では、この加算すべき延滞金を納付することができません。
後日改めて納付書を送付しますので、早急に納付してください。

３　広島市役所税務部市民税課、市税事務所管理係、税務室、収納対策部又は区

役所出張所

※　祝日、休日、土曜日、日曜日、８月６日、１２月２９日から１月３日までの日は、市税の納
付を取り扱いませんので、ご注意ください。

　納税貯蓄組合は、市税を無理なく確実に納めるために、地域や職場の人が集

まって設立された組合で、組合員の納税資金の貯蓄あっせん、その他税知識の普

及や広報活動などを行っています。

　なお、組合の設立その他のことについては、市税事務所管理係へお問い合わせ

ください。

納 税 貯 蓄 組 合



６０－　　－

口 座 振 替 制 度

　口座振替制度は、金融機関が、あなたの指定した預貯金口座から、納期限に納

付を済ませる制度です。

　この制度を利用すると、納期のたびに金融機関などへ出向く必要がなく、また、

納付をし忘れることもありません。

　なお、一度申し込むと、翌年度以降も引き続き制度を利用することができます。

　申込みには下表のとおり、WEB（ウェブ）口座振替受付サービスによる方法

と口座振替依頼書による方法があります。パソコンやスマートフォンからイン

ターネットを通じて手続できるWEB（ウェブ）口座振替受付サービスは、口座

振替依頼書の記入や口座の届出印が不要で、手間なく簡単に手続ができます。

申 込 方 法 WEB（ウェブ）口座振替受付サービス 口座振替依頼書

利用できる
市税の種類

個人市民税・県民税（普通徴収分）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種
別割）注１

取 扱 金
融 機 関

（銀行）：広島、伊予、愛媛、山陰合
同、四国、中国、鳥取、西日本シティ、
百十四、福岡、もみじ、山口、ゆうちょ

（郵便局を含む。）
（信用金庫）：広島

市税の納付場所に指定されている金融
機関（５８・５９ページ参照）

利用できる
預貯金の種類

普通預金、通常貯金
普通預金、当座預金、納税準備預金、
通常貯金

対象の手続
新規申込み、振替口座の変更、振替方法（各期払／全期前納払（１年分をまと
めて））の変更

申 込 手 続

広島市ホームページから税目ごとの申
込受付サイトへ進み、案内に沿って申
し込んでください。
サービスを利用できる人は６１ページ
の注２をご覧ください。

口座振替依頼書注３に必要事項を記入・
押印の上、取扱金融機関の窓口で申し
込んでください（預貯金通帳、通帳届
出印が必要です。）。

振 替 日 各期の納期限（１年分をまとめて振り替える場合は最初の納期限）注４

振替結果の
確認

振替の結果は、預貯金通帳への記帳等によりご確認ください。

検索広島市 WEB口座振替受付サービス

右記の二次元コードからも

アクセスできます。
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【口座振替依頼書】※通帳届出印必要　　　　【WEB（ウェブ）口座振替受付サービス】

①窓口で口座振替
　依頼書を提出

納税者 金融機関

広島市役所

②登録情報の還元③振替開始通知
　の送付

①申込受付サイト
　で申込み

納税者
金融機関

広島市役所

②登録情報の還元③振替開始通知
　の送付

注１　軽自動車税（種別割）のうち、継続検査（車検）対象の車両分については、口座
振替日の約１０日後に納税証明書（継続検査用）をお送りします。

注２　サービスを利用できる人
　　　　次の条件に当てはまる人
　　　①　取扱金融機関の個人の普通預金口座（ゆうちょ銀行の場合は通常貯金口座）

のキャッシュカードを持っている人
　　　②　電子メールアドレスを持っている人
　　　　　迷惑メール対策などで特定メールのみを受信又は拒否する設定を行っている

場合「info@nekonet.co.jp」からのURL付メールを受信できるよう設定してくだ
さい。

　　　　　なお、このサービスは、ヤマトシステム開発（株）及び金融機関等が提供す
るセキュリティに保護された外部サイトを利用します。

　　　　URL：https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/onlineservice/2207.html
注３　口座振替依頼書をお送りしますので、税制課口座振替担当（０８２－５０４－

２４２５）までご連絡ください。広島市内の金融機関（５８・５９ページの取扱金融機
関に限ります。）の窓口に備付けの「広島市市税口座振替依頼書」でも申し込めます
（口座振替を行う名義人の預貯金通帳、通帳届出印をご持参ください。）。

注４　口座振替の開始時期は、WEB（ウェブ）口座振替受付サービスによる申込みの場
合はおおむね申込月の翌月以降の納期分から、口座振替依頼書による申込みの場合
はおおむね申込月の翌々月以降の納期分からとなります（広島市からお送りする「市
税の口座振替の開始について（お知らせ）」によりご確認ください。）。
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過 誤 納 金 の 還 付

　間違って納めた市税（誤納金）や、税額の修正が行われて納めすぎとなった市
税（過納金）はお返しします（なお、お返しする際には、過誤納金の種類や納付
の時期に応じて利息に相当する還付加算金が付くことがあります。）。
　ただし、他の市税に滞納がある場合には、過誤納金は、その滞納になっている
市税に充当されます。

クレジット納付・スマホアプリ納付

　スマートフォン、タブレット端末等からクレジットカードやスマートフォンの
決済アプリ（スマホアプリ）で市税を納付できます。
　詳しくは、広島市ホームページをご覧ください。二次元コードからもアクセス
できます。

　個人市民税・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種
別割）などコンビニ収納用バーコードが印字されている市税の納付書をお持ちの
人（バーコードは納付額が３０万円以下の納付書（手書き用納付書や法令で様式
に定めのある納付書は除きます。）に印字しています。）

利用できる人

　●　クレジットカード：Visa、MasterCard、JCB、American Express、
　　　　　　　　　　　　Diners Club
　●　スマホアプリ：PayPay、LINE Pay、PayB

利用できるクレジットカード・スマホアプリ

●クレジット納付の場合、別途、納付額に応じたシステム利用料がかかります。

納付額 システム利用料（税込）
　　　　１円～　５,０００円 　５１円
　５,００１円～１０,０００円 １０１円
１０,００１円～１５,０００円 １５１円

　　　　以降、同様に納付額５,０００円ごとにシステム利用料が５０円（税込）又は、５１円（税 
込）ずつ加算されます（端数処理の関係で納付額によって加算される額が変わります。）。

●領収証書は発行されませんので、二重払いにはご注意ください。領収証書が必要な人は、納付書裏面
に記載の納付場所で納付してください。

●納付書裏面に記載の納付場所で納付する際にはクレジットカード、スマホアプリで納付することはで
きません。

●クレジットカード、スマホアプリでの納付は、納付書ごとに手続が必要です。口座振替（自動払込）
のように一度の手続で以後の納期分を継続して引き落とすものではありません。

●クレジットカード、スマホアプリで納付した場合、市税事務所・税務室等の窓口で納税証明書が発行
できるようになるまで２日程度かかります。

　納税証明書がすぐに必要な人は、納付書裏面に記載の納付場所で納付し、領収証書を持参の上、市税
事務所・税務室等の窓口で納税証明書の交付請求をしてください。

ご注意ください！！

検索広島市 クレジット納付

検索広島市 スマホアプリ納付
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納期内納付・延滞金・滞納処分

●　納期内納付にご協力を
　　市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
　　市税を納期限までに納めない（滞納する）と、納期限までに納めた人との公平を

保つため、本来の税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。
また、後述するような滞納処分を受けることもあります。

　　このように、市税の滞納は、市税を滞納した人が不利益を受けるばかりでなく、
滞納に係る市税を徴収するため、市の貴重な財源が使われることにもなりますので、
必ず納期限までに納めるようにしてください。

●　滞納処分
　　広島市は、市税を滞納した人に対して、督促状や電話などにより納付の催告を行

います。しかしそれでもなお納付がされない場合には、その人の財産（給与、預金、
不動産など）を差し押さえて公売するなどの滞納処分を行うことになります。

注１　民法第１４３条の規定により、暦に従って計算します。
注２　税額に、１,０００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
　　　また、税額が２，０００円未満であるときは、延滞金はかかりません。
注３　閏年を含む期間に係る延滞金の算定を行う場合においても、「３６５」となります。
注４　計算した延滞金の額に、１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
注５　算出した延滞金の額に１００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
注６　延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の９月から前年の８月までの各月における銀行の

新規の短期貸出約定平均金利の合計を１２で除して得た割合として各年の前年の１１月３０日ま
でに財務大臣が告示する割合に、年１％の割合を加算した割合をいいます。

　　上記の表以外の割合については広島市ホームページ（ページ番号２１８３）をご覧
ください。

　　●　説明
　　　　令和３年１月１日以降の期間
　　　【α％について】
　　　　延滞金特例基準割合注６に年１％の割合を加算した割合（当該加算した割合が

年７.３％の割合を超える場合には、年７.３％の割合）となります。
　　　【β％について】
　　　　延滞金特例基準割合注６が年７.３％の割合に満たない場合は、延滞金特例基準

割合に年７.３％の割合を加算した割合（延滞金特例基準割合が年７.３％の割合
以上の場合は年１４.６％の割合）となります。

期　　　　　間 α％ β％

令和４年１月１日～令和４年１２月３１日 ２.４％ ８.７％

令和３年１月１日～令和３年１２月３１日 ２.５％ ８.８％

●　延滞金
　　延滞金は、次の計算式により算出します。
　【納期限の翌日から１か月を経過する日注１までに納付した場合】
　　税額注２×α％×納期限の翌日から納付した日までの日数／365注３＝延滞金注４、５

　【納期限の翌日から１か月を経過する日注１以後に納付した場合】
　　税額注２×α％×納期限の翌日から１か月を経過する日までの日数／365注３＝Ａ注４

　　税額注２×β％×　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／365注３＝Ｂ注４

　　Ａ＋Ｂ＝延滞金注５

　【参考】上記算式のα％及びβ％の割合

納期限の翌日から１か月を経過する日の翌日
から納付した日までの日数
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市税の減免と猶予制度

●　減免
　　納税者が、次の要件に該当する場合などには、その状況に応じて市税が減免
されることがあります。減免を受けようとする場合は、市税事務所・税務室へ
ご相談ください。

　　なお、減免を受けるには、市税事務所・税務室へ納期限までに申請書を提出
する必要があります。

税の種類 主　　な　　要　　件

個人市民税
●生活保護を受けることとなった場合注

●災害により死亡又は障害者となった場合

固定資産税 ●生活保護を受けることとなった場合
●災害などにより固定資産の価値が著しく減少した場合都市計画税

軽自動車税
●生活保護を受けることとなった場合
●障害者又はその家族が所有する軽自動車等を、専らその障害
者のために使用している場合

注　生活保護を受けている人との均衡上必要と認められる場合を含みます。
※　法人市民税の減免については、２７ページをご覧ください。

●　徴収猶予
　　納税者又は特別徴収義務者に次のような事情があり、市税を一度に納付する
ことができないときは、申請に基づいて審査を行い、認められた場合は原則と
して１年以内の期間、市税の徴収を猶予します。詳しくは市役所収納対策部へ
ご相談ください。

　（１）　災害を受けたり、盗難にあったりしたとき。
　（２）　本人や家族が病気にかかったり、負傷したりしたとき。
　（３）　事業を廃止又は休止したとき。
　（４）　事業につき、著しい損失を受けたとき。

●　申請による換価の猶予（平成２８年４月１日以降に納期限が到来する市税が対象）
　　納税者又は特別徴収義務者が市税を一度に納付することにより、次のような
事実に該当すると認められる場合において、市税の納付について誠実な意思を
有すると認められるときは、申請に基づいて審査を行い、認められた場合は原
則として１年以内の期間、滞納処分による財産の換価を猶予します。詳しくは
市役所収納対策部へご相談ください。

　（１）　事業の継続を困難にするおそれがあると認められるとき。
　（２）　生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき。

６ 市税についての不服申立て
　市税の賦課決定処分、滞納処分などに関して不服のある人は、不服申立て（市
長に対する審査請求）をすることができます。
　なお、不服申立てができる期間は、原則として、処分があったことを知った日
（納税通知書を受け取った日など）の翌日から起算して３か月以内です。
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７ 市税の窓口事務

証 明 と 閲 覧

　市税に関する証明や公簿の閲覧が必要な場合は、最寄りの市税事務所・税務室
その他の次表記載の窓口へ請求してください（運転免許証など、窓口に来た人を
確認できるものが必要です。また、法人の場合は代表者職印等が必要です。）。
　なお、個人の秘密を守るため、市税に関する証明の請求や公簿の閲覧は、原則
として次の人に限られます。
　（１）　本人（相続人、納税管理人も含まれます。）
　（２）　本人の委任状、依頼届などを持参した人
　（３）　本人と生計を一にする同居親族などで、本人から依頼があったと認められる人

証明書等の種類 　　手数料注１ 　　窓　　　口注２

納税証明書

市民税、固定資産税、軽自
動車税注３など

滞納がない旨の証明書
を含む。







１件につき
３５０円注４

市 税 事 務 所
税 務 室
区 役 所 出 張 所
市役所サービスコーナー
市 役 所 市 民 税 課
収納対策部徴収第一課
連 絡 所

注５

注５

課税証明書

市民税、固定資産税、軽自
動車税など

市民税・県民税が非課税であ
ることの証明書、法人等の所
在地・名称の証明書を含む。







１件につき
３５０円注４

市 税 事 務 所
税 務 室
区 役 所 出 張 所
市役所サービスコーナー
市 役 所 市 民 税 課
連 絡 所

注６

固定資産課税台帳
　　登録事項証明書注７

（確定申告などに使用）

土地、家屋、
償却資産

１件につき
３５０円注４

市 税 事 務 所
税 務 室
区 役 所 出 張 所
市役所サービスコーナー
連 絡 所

　　固 定 資 産 課 税 台 帳 の 閲 覧注７ １件につき
３００円

市 税 事 務 所
税 務 室
区 役 所 出 張 所

注８

　　住 宅 用 家 屋 証 明 書注９

（登録免許税の軽減などに使用）
１件につき
１,３００円

市 税 事 務 所
税 務 室注10

注１　生活保護を受けている方、市・県民税が非課税世帯の方等は手数料が減免される場合があ
りますので、請求時にお申し出ください。

注２　請求書、届出書等は、各窓口にあります。また、広島市ホームページ（ページ番号２１５８）
からもダウンロードできます。

注３　軽自動車の継続検査用の納税証明書は、無料です。
注４　１通の証明書に使用される用紙が１枚を超えるときは、その超える枚数に応じて交付手数

料が１００円ずつ加算されます。
注５　市民税課、収納対策部徴収第一課では、納税証明書のうち、滞納がない旨の証明書（入札

参加資格申請用など）、法人市民税・事業所税などに係る証明書、酒類販売業免許申請用の
証明書及び公益法人認定申請用の証明書が請求できます。
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注６　市民税課では、課税証明書のうち、法人市民税に係る証明書及び法人等の所在地・名称の
証明書のみ請求できます。

注７　借地人・借家人等、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利（対価が支払われる
ものに限る。）を有する方についても固定資産課税台帳の登録事項の証明や閲覧を請求する
ことができます。請求できる範囲については、借地人等については借りている土地、借家人
等については借りている家屋及びその敷地部分です。なお、証明・閲覧に当たっては、賃貸
借契約書、賃借料の領収書等を持参してください。

注８　市税事務所・税務室では市内の土地・家屋・償却資産、出張所ではその所管区域内の土
地・家屋についてのみ閲覧できます（ただし、似島出張所では閲覧できません。）。

注９　持参していただく書類がありますので、事前に市税事務所家屋係・税務室にお問い合わせ
ください。

注10　市税事務所で証明書を作成するため、交付に時間を要します。

●　郵送で証明請求する場合
　（１）　請求に必要なもの
　　　・　証明請求書等（様式は、広島市ホームページ（ページ番号２１５９）か

らダウンロードできます。）
　　　・　返信用切手を貼った、返信宛名の記載のある返信用封筒
　　　・　手数料分の定額小為替（過不足のないように郵便局でお買い求めくだ

さい。）
　　　・　運転免許証などの本人確認ができる書類の写し
　　　・　委任を受けた人は、委任状、依頼届等

　（２）　郵送先
　　　　市税事務所管理係・税務室（郵送先住所等は、６９ページをご覧くださ

い。）
　　　　ただし、法人市民税・事業所税の納税証明書、法人市民税の課税証明書

については、市役所市民税課に郵送してください。

〒７３０-８５８６　広島市中区国泰寺町一丁目６-３４
広島市役所　財政局　税務部　市民税課　法人課税係宛て

●　コンビニエンスストアなどの店舗で証明請求する場合
　　課税証明書のうち最新年度分の市民税・県民税課税台帳記載事項証明書（所
得証明書）は、最寄りのコンビニエンスストアなどの店舗で請求・交付できま
す。

　（１）　請求できる方
　　　　広島市に住民登録されている方で、利用者証明用電子証明書が格納され

ているマイナンバーカードをお持ちの方（暗証番号（４桁）の入力が必要
です。）

　（２）　利用できる店舗
　　　　コンビニ交付サービス対応のキオスク端末（マルチコピー機）が設置さ

れている店舗
　（３）　利用できる日時
　　　　毎日、午前６時３０分から午後１１時まで（１２月２９日から１月３日まで

及びシステムのメンテナンス日を除く。）
　※　コンビニ交付サービスで証明書の交付を受ける場合は、手数料を免除する

ことができません。手数料の免除に該当する場合は、市税事務所等の窓口で
ご請求ください。
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お 問 合 せ 窓 口

課税に関するお問合せ

お問合せの内容 お問合せ窓口

・　個人市民税・県民税に関すること
各市税事務所市民税係・税務室・
市役所財政局税務部市民税課
特別徴収係

・　軽自動車税（種別割）に関すること
中央市税事務所軽自動車税係・
各市税事務所管理係・税務室

・　固定資産税・都市計画税に関すること
物件所在区を担当する市税事務所
土地係又は家屋係・税務室

（償却資産に係る固定資産税に関すること）
市役所財政局税務部固定資産税課
償却資産係

・　特別土地保有税に関すること
物件所在区を担当する市税事務所
土地係・税務室

・　法人市民税、事業所税及び入湯税に関すること
市役所財政局税務部市民税課
法人課税係

・　市たばこ税に関すること
市役所財政局税務部市民税課
特別徴収係

・　課税証明書等の交付、課税台帳の閲覧に関する
こと

各市税事務所管理係・税務室

※　祝日、休日、土曜日、日曜日、８月６日、１２月２９日から１月３日までの日は休みです。
※　市税の収納に関することは、各市税事務所管理係・税務室にお問い合わせください。
※　市税の過誤納金の還付・充当に関することは、住所区又は物件所在区を担当する各市税事務

所管理係・税務室にお問い合わせください。
※　市税の口座振替の手続に関することは、市役所財政局税務部税制課口座振替担当（（０８２）

５０４-２４２５）にお問い合わせください。
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●　市役所・市税事務所・税務室連絡先一覧
市役所本庁舎内 電 話 番 号 市役所本庁舎内 電 話 番 号

税
　
務

　
部

税制課
庶 務 係 （０８２）５０４－２０８７ 税

務
部

固 定
資産税課

土 地 係 （０８２）５０４－２０９４
税 制 係 （０８２）５０４－２０８８ 家 屋 係 （０８２）５０４－２０９４
システム・収納管理係 （０８２）５０４－２０９２ 償却資産係 （０８２）５０４－２１２７

市民税課
市 民 税 係 （０８２）５０４－２２６３
特別徴収係 （０８２）５０４－２０８９
法人課税係 （０８２）５０４－２０９３

中区役所内 担 当 区 電 話 番 号 南区役所内

中
央
市
税
事
務
所

管 理 係 中区・南区 （０８２）５０４－２５５８

南
税
務
室

（０８２）
２５０－８９４６

第 一 市 民 税 係 中区 （０８２）５０４－２５６４
第 二 市 民 税 係 南区 （０８２）５０４－２７５１
軽 自 動 車 税 係 全区 （０８２）５０４－２７７７
土 地 係 中区・南区 （０８２）５０４－２５６５
家 屋 係 中区・南区 （０８２）５０４－２５６６

東区役所内 担 当 区 電 話 番 号 安芸区役所内
東
部
市
税
事
務
所

管 理 係 東区・安芸区 （０８２）５６８－７７１５ 安
芸
税
務
室

（０８２）
８２１－４９１３

市 民 税 係 東区・安芸区 （０８２）５６８－７７１９
土 地 係 東区・安芸区 （０８２）５６８－７７２０
家 屋 係 東区・安芸区 （０８２）５６８－７７２１

西区役所内 担 当 区 電 話 番 号 佐伯区役所内

西
部
市
税
事
務
所

管 理 係 西区・佐伯区 （０８２）５３２－０９３７

佐
伯
税
務
室

（０８２）
９４３－９７１６

第 一 市 民 税 係 西区 （０８２）５３２－０９４２
第 二 市 民 税 係 佐伯区 （０８２）５３２－１０１２
第 一 土 地 係 西区 （０８２）５３２－０９４３
第 二 土 地 係 佐伯区 （０８２）５３２－１０１４

家 屋 係
西区 （０８２）５３２－０９４４

佐伯区 （０８２）５３２－１０１５

安佐南区役所内 担 当 区 電 話 番 号 安佐北区役所内

北
部
市
税
事
務
所

管 理 係 安佐南区・安佐北区 （０８２）８３１－４９３２

安
佐
北
税
務
室

（０８２）
８１９－３９１３

第 一 市 民 税 係 安佐南区 （０８２）８３１－４９３５
第 二 市 民 税 係 安佐北区 （０８２）８３１－５０１６
第 一 土 地 係 安佐南区（園・沼田）（０８２）８３１－４９３７
第 二 土 地 係 安佐北区（白木・高陽・可部） （０８２）８３１－４９３８

第 三 土 地 係
安佐南区（佐東・安古市）
安佐北区（安佐）

（０８２）８３１－５０１９

第 一 家 屋 係 安佐南区（安古市・園・沼田） （０８２）８３１－４９３６
第 二 家 屋 係 安佐南区（佐東）・安佐北区 （０８２）８３１－５０２３

●　区役所出張所連絡先一覧
東 区 温品出張所 〒７３２－００３３　東区温品五丁目１－１８ （０８２）２８９－２０００
南 区 似島出張所 〒７３４－００１７　南区似島町字家下７５２－７４ （０８２）２５９－２５１１

安佐南区
佐東出張所 〒７３１－０１０３　安佐南区緑井六丁目２９－２８ （０８２）８７７－１３１１
園出張所 〒７３１－０１３８　安佐南区園二丁目４８－７ （０８２）８７４－３３１１
沼田出張所 〒７３１－３１６４　安佐南区伴東七丁目６４－８ （０８２）８４８－１１１１

安佐北区
白木出張所 〒７３９－１４１４　安佐北区白木町大字秋山２３９１の４ （０８２）８２８－１２１１
高陽出張所 〒７３９－１７５１　安佐北区深川五丁目１３－７ （０８２）８４２－１１２１
安佐出張所 〒７３１－１１４２　安佐北区安佐町大字飯室３０５２の１ （０８２）８３５－１１１１

安 芸 区
中野出張所 〒７３９－０３２１　安芸区中野三丁目２０－９ （０８２）８９３－２１２１
阿戸出張所 〒７３１－４２３１　安芸区阿戸町６２５７の２ （０８２）８５６－０２１１
矢野出張所 〒７３６－００８３　安芸区矢野東五丁目７－１８ （０８２）８８８－１１１２

佐 伯 区 湯来出張所 〒７３８－０６０１　佐伯区湯来町大字和田１６６ （０８２９）８３－０１１１
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●　市役所・市税事務所・税務室所在地一覧

【市役所】

〒730－8586　中区国泰寺町一丁目6－34

【中央市税事務所】（中区役所内）
〒730－8587　中区国泰寺町一丁目4－21

（平和大橋）
放送会館前

バス停

大手町
四丁目バス停

平和大通り

国道２号 至海田

NHK

駅
前
通
り

至大竹（新明治橋）

元
安
川

（万代橋）

鯉
城
通
り

鯉
城
通
り

市
役
所
前

市
役
所
前

文

文

大手町
平和ビル
大手町
平和ビル 市役所本庁舎

中央市税事務所
（中区役所内）

【南税務室】（南区役所内）
〒734－8522　南区皆実町一丁目5－44

文
文

比治山公園比治山公園

国道２号

宇品通り宇品通り

至大竹 田海至）橋野平（

大学
病院

（比治山橋）
比治山橋比治山橋

皆実町
六丁目

京
橋
川

南区役所前南区役所前

皆実町
二丁目

皆実町一丁目
バス停
皆実町一丁目
バス停

出汐町
バス停

産業文化
センター
産業文化
センター

南区役所
別館
南区役所
別館

比
治
山
通
り

比
治
山
通
り

南税務室
（南区役所内）

【東部市税事務所】（東区役所内）
〒732－8510　東区東蟹屋町9－38

文

京
橋
川

猿猴川

二葉通り

広島駅

山陽本線
駅
前
通
り

的場町

猿猴橋町猿猴橋町

城南通り

比
治
山
通
り

比
治
山
通
り

大
州
通
り

あけぼの通り

愛宕町
バス停

東区役所前
バス停
東区役所前
バス停

東部市税事務所
（東区役所内）

【西部市税事務所】（西区役所内）
〒733－8530　西区福島町二丁目2－1

山
陽
本
線

文

至海田

平和大通り

国道２号（旭橋）

西区役所前
バス停

西観音町
バス停
西観音町
バス停

（新己斐橋）

己斐バス停 福島町

西観音町

広電西広島広電西広島

己斐
バス停

至大竹

山
陽
本
線

西
広
島
駅

中
広
通
り

空
港
通
り

太
田
川
放
水
路

西部市税事務所
（西区役所内）

【北部市税事務所】（安佐南区役所内）
〒731－0193　安佐南区古市一丁目33－14

文
可
部
線

ア
ス
ト
ラ
ム
ラ
イ
ン
中
筋
駅

至
可
部

至
牛
田

国
道

号

古
川至

横
川

国
道

号

至
可

部

古
市
橋
駅

下古市
バス停
下古市
バス停

区民文化
センター

県
道
矢
口
安
古
市
線

北部市税事務所
（安佐南区役所内）

１８３

５４

【安芸税務室】（安芸区役所内）
〒736－8501　安芸区船越南三丁目4－36

文山陽本線

船越町
バス停
船越町
バス停

区民文化センター

至大竹
国道２号

県道 広
島
海
田
線

瀬
野
川

至
東
広
島

呉
線

海田市駅

安芸税務室
（安芸区役所内）

【佐伯税務室】（佐伯区役所内）
〒731－5195　佐伯区海老園二丁目5－28

山陽本線

田海至竹大至 国道２号

広電宮島線 佐伯区役所前
五日市駅

佐伯区役所前
バス停
佐伯区役所前
バス停

佐伯税務室
（佐伯区役所内）

【安佐北税務室】（安佐北区役所内）
〒731－0292　安佐北区可部四丁目13－13

文

至

園

至

園

安
佐
北
警
察
署

至
三
次

至安芸太田 国道１９１号（幕の内通り）
安佐北区
総合福祉
センター

安佐北区
総合福祉
センター

可部上市
バス停
可部上市
バス停

可部中央
バス停
可部中央
バス停

可
部
駅

可
部
線

安佐北税務室
（安佐北区役所内）

河戸帆待川駅

国
道
５４
号（
可
部
バ
イ
パ
ス
）

国
道

１８３
号（
可
部
街
道
）
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納付に関するお問合せ

収
　
納

　
対

　
策

　
部

担当区等 課　名 電話番号（直通） 内　　　容 場所

中 　 　 区 徴収第一課 （０８２）５０４－０１３１、０１３４

・　納付相談及び滞納整
理に関すること（特別
滞納整理課所管のもの
を除く。）。

大
手
町
平
和
ビ
ル
内

東 　 　 区 徴収第三課 （０８２）５０４－０３２１

南 　 　 区 徴収第一課 （０８２）５０４－０１３２、０１３３

西 　 　 区 徴収第二課 （０８２）５０４－０２１１、０２１２、０２１４

安 佐 南 区 徴収第四課 （０８２）５０４－０４１１、０４１２

安 佐 北 区 徴収第四課 （０８２）５０４－０４１３、０４１４

安　 芸　 区 徴収第三課 （０８２）５０４－０３２２

佐　 伯　 区 徴収第二課 （０８２）５０４－０２１３

市 　 　 外 徴収第三課 （０８２）５０４－０３２３、０３２４

全 域
（高額滞納分）

特 別 滞 納
整 理 課

（０８２）５０４－２１２８
・　高額滞納事案に係る
納付相談及び滞納整理
に関すること。

本
庁
舎
内

・　徴収第一課庶務係　（０８２）５０４－０１５５
・　徴収第一課徴収企画係　（０８２）５０４－０１６０
※　祝日、休日、土曜日、日曜日、８月６日、１２月２９日から１月３日までの日は休みです。

●　収納対策部所在図

（平和大橋）

大手町
四丁目バス停

平和大通り

国道２号 至海田

NHK

駅
前
通
り

至大竹（新明治橋）

元
安
川

（万代橋）

鯉
城
通
り

鯉
城
通
り

市
役
所
前

市
役
所
前

文

文

市役所本庁舎１２階
（特別滞納整理課）

大手町平和ビル１０階
（徴収第一課～徴収第四課）

徴収第一課～徴収第四課
〒７３０－８５６７
中区大手町四丁目１－１
大手町平和ビル１０階

特別滞納整理課
〒７３０－８５８６
中区国泰寺町一丁目６－３４
広島市役所本庁舎１２階

税務相談

　中国税理士会が相談窓口を設けていますので、ご利用ください。

　中国税理士会税金相談センター
　フリーダイヤル　０１２０－９２７－３７０
　月～金曜日　１０時～１６時（ただし、祝日、年末年始、お盆を除く。）

　このほか、佐伯区役所（区政調整課：電話０８２－９４３－９７０６）で第２月曜
日の１３時から１６時まで相談窓口を設置しています。



７１－　　－

８ 令和４年度地方税法改正等の概要（市税関係）

個 人 市 民 税

●　住宅ローン控除の延長（令和５年度分から適用）
　　住宅ローン控除について、適用期限を令和７年１２月３１日の入居まで４年延
長するとともに、控除限度額を所得税の課税総所得金額等の５％（現行：７ 
％）とし、新築住宅等の控除期間を原則１３年間とすることになりました。

固 定 資 産 税

●　負担調整措置について、令和４年度に限り、課税標準額が上昇する商業地
等における上昇幅を、評価額の２.５％（改正前：５％）とすることになりまし 
た。

●　特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土
地に係る固定資産税の課税標準について、価格に４分の３を乗じて得た額とす
る特例措置が講じられました。（令和５年度分から適用）

●　公共下水道を使用する者が設置した下水道除害施設に係る課税標準の特例措
置について、価格に特例として乗じる割合を５分の４とした上で、適用期限が
２年延長されました。（令和５年度分から適用）
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９ 国税の種類

国 税

税金の分類

直 接 税

間 接 税

所 得 税

法 人 税

復 興 特 別 所 得 税

相 続 税

贈 与 税

地 方 法 人 税

特 別 法 人 事 業 税

消 費 税

酒 税

印 紙 税

登 録 免 許 税

石 油 ガ ス 税

石 油 石 炭 税

揮 発 油 税

地 方 揮 発 油 税

航 空 機 燃 料 税

国 た ば こ 税

電 源 開 発 促 進 税

国 際 観 光 旅 客 税

と ん 税

特 別 と ん 税

関 税

直 接 税

間 接 税 等
注

注

注

自 動 車 重 量 税

た ば こ 特 別 税

税金を納める義務のある人

と、その税金を実質的に負

担する人が同じである税金

をいいます。

税金を納める義務のある人

と、その税金を実質的に負

担する人が異なる税金をい

います。
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国税局・税務署一覧

区　　分 電話番号 所　　在　　地 管轄区域（広島市域内分）

広島国税局
（082）
221-9211

〒７３０－８５２１
広島市中区上八丁堀６－３０
（広島合同庁舎１号館）

広島東税務署
（082）
227-1155

〒７３０－００１２
広島市中区上八丁堀３－１９

・中区の一部（胡町、銀山町、上幟町、上
八丁堀、紙屋町１丁目、小町、国泰寺町
１・２丁目、昭和町、新天地、宝町、竹
屋町、立町、田中町、鶴見町、鉄砲町、
中町、流川町、西白島町、西平塚町、幟町、
白島北町、白島九軒町、白島中町、橋本
町、八丁堀、東白島町、東平塚町、東千
田町１・２丁目、平野町、袋町、富士見町、
堀川町、本通、三川町、南竹屋町、基町、
薬研堀、弥生町）

・東区の一部（海田税務署管内の地域を除く。）
・南区の一部（猿猴橋町、大須賀町、大州

１～５丁目、荒神町、西蟹屋１～４丁目、
西荒神町、東駅町、東荒神町、松原町、
南蟹屋１・２丁目）

広島南税務署
（082）
253-3281

〒７３４－０００３
広島市南区宇品東六丁目１－７２

・南区の一部（広島東税務署管内の地域を除く。）

広島西税務署
（082）
234-3110

〒７３３－８５５５
広島市西区観音新町一丁目１７－３

・中区の一部（広島東税務署管内の地域を除く。）
・西区

広島北税務署
（082）
814-2111

〒７３１－０２９４
広島市安佐北区亀山二丁目２５－１０

・安佐南区
・安佐北区の一部（白木町を除く。）

廿日市税務署
（0829）
　32-1217

〒７３８－８６０１
廿日市市新宮一丁目１５－４０
（廿日市地方合同庁舎）

・佐伯区

海田税務署
（082）
823-2131

〒７３６－８５０５
安芸郡海田町大正町１－１３

・安芸区
・東区の一部（馬木町、馬木、温品町、温

品、上温品、福田町、福田）

吉田税務署
（0826）
　42-0008

〒７３１－０５０１
安芸高田市吉田町吉田３６０４－１

・安佐北区のうち白木町

※　国税の相談について
　～　一般的な質問・相談は「電話相談センター」をご利用ください　～
　税務署に電話をかけると「自動音声」により案内されますので、次の番号を選択してください。
　国税に関する一般的な質問・相談の方
　　→「１」番　→「広島国税局電話相談センター」につながります。
　納付に関するご相談など税務署にご用の方
　　→「２」番　→　おかけになった税務署につながります。

法務局・出張所一覧

区　分 電話番号 所　　在　　地
登記管轄区域

不 動 産 商業・法人

広島法務局
（082）
228-5201

〒７３０－８５３６
広島市中区上八丁堀６－３０

広島市中区、東区、南区、
西区、安佐南区、安芸区、
安芸郡（海田町、府中町、
坂町、熊野町）

広島県全域

可部出張所
（082）
812-2548

〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南四丁目１０－２０

広島市安佐北区、山県郡
（北広島町、安芸太田町）

以下の事務のみの取扱
いとなります。
１．各種証明書交付事務
２．印鑑提出等に関す

る事務、印鑑カード
に関する事務及び電
子認証に関する事務
（広島県内に本店・
主たる事務所等が所
在する会社・法人等
のものに限る。）

廿日市支局
（0829）
　31-0164

〒７３８－００２４
廿日市市新宮一丁目１５－４０

広島市佐伯区、廿
日市市、大竹市



７４－　　－

10 県税の 種 類

県 税

個 人 県 民 税

法 人 県 民 税

県 民 税 利 子 割

県 民 税 配 当 割

県民税株式等譲渡所得割

個 人 事 業 税

法 人 事 業 税

狩 猟 税

産業廃棄物埋立税

鉱 区 税

軽 油 引 取 税

県 た ば こ 税

不 動 産 取 得 税

地 方 消 費 税

普 通 税

県 民 税

事 業 税

注

注

注

目 的 税

ゴ ル フ 場 利 用 税

自 動 車 税

環境性能割

種　別　割

税金の分類（５ページ参照）

県税事務所等一覧

区　　分 電話番号 所　　在　　地 管轄区域

西部県税事務所
（082）
513-5312

〒730-0011
広島市中区基町10-23

広島市
呉市
竹原市
大竹市
東広島市
廿日市市
安芸高田市
江田島市
安芸郡
山県郡
豊田郡

廿 日 市 分 室
（0829）
　32-1181

〒738-0004
廿日市市桜尾二丁目2-68

呉 分 室
（0823）
　22-5400

〒737-0811
呉市西中央一丁目3-25

東 広 島 分 室
（082）
422-6911

〒739-0014
東広島市西条昭和町13-10

税 務 課
（082）
513-2319

〒730-8511
広島市中区基町10-52
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